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第４７５回（定例）福崎町議会会議録  

平成２９年９月２１日（木）  

午前９時３０分   開   会  

 

  １．平成２９年９月２１日、第４７５回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １４名  

      １番  松 岡 秀 人       ８番   山 口   純  

      ２番  柴 田 幹 夫       ９番   牛 尾 雅  一  

      ３番  三 輪 一 朝      １０番   冨 田 昭  市  

      ４番  北 山 孝 彦      １１番   小 林   博  

      ５番  前 川 裕 量      １２番   石 野 光  市  

      ６番  河 嶋 重一郎      １３番   城 谷 英  之  

      ７番  木 村 いづみ      １４番   高 井 國  年  

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  木ノ本 雅 佳  主       査  塩  見 浩  幸 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  橋 本 省 三  副 町 長  尾 﨑  吉 晴  

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  村 上    修  

    公 営 企 業 参 事  近 藤 博 之  会 計 管 理 者  木 村  千 晴  

    総 務 課 長  山 下 健 介  企 画 財 政 課 長  吉 田  利 彦  

    税 務 課 長  尾 﨑 俊 也  地 域 振 興 課 長  松 田  清 彦  

    住 民 生 活 課 長  谷 岡 周 和  健 康 福 祉 課 長  三 木  雅 人  

    農 林 振 興 課 長  松 岡 伸 泰  ま ち づ く り 課 長  福 永    聡  

    社 会 教 育 課 長  大 塚 久 典  学 校 教 育 課 長  岩 木  秀 人  

 

  １．議事日程  

    第 １ 一般質問  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 一般質問  

 

  １．開会及び開議  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  

       ただいまから、本日の会議を開きます。  

       ただいまの出席議員数は１４名でございます。  

       定足数に達しております。  

       それでは、これより本日の日程に入ります。  

       本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。  

 

日程第１ 一般質問  
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議    長  日程第１は、一般質問であります。  

       それでは、通告順に発言を許可いたします。  

       １番目の質問者は、前川議員であります。  

       質問の項目は  

       １、高齢者の運転免許自主返納について  

       ２、町内業者の育成について  

       ３、青少年育成・スポーツ振興推進について  

       以上、前川議員。  

前川裕量議員  皆さん、おはようございます。議席番号５番、前川裕量でございます。議長の

許可を得まして、通告に従い、一般質問をさせていただきます。  

       まず最初に、高齢者の運転免許自主返納について、お伺いいたします。  

       近年、高齢化の進展に伴い、全交通事故死亡者数が減少する中、高齢者の事故

死亡者数はほぼ横ばいで推移しており、平成２８年度中の全交通事故者数に占

める割合は５４．８％、過去最高を記録しております。  

       高齢者の事故死者数が全体の過半数を占め、また、高齢化の進展により、今後

さらに高齢者の免許保有者数が増加し、高齢運転者による交通事故も懸念され

ております。  

       高齢の歩行者、自転車の交通事故、また、高齢運転者の交通事故の両面から、

高齢者に係る交通事故防止対策の検討が急務とされております。  

       これまで国でもさまざまな取り組みがされています。その中の一つとして、高

齢者の運転免許自主返納制度というものがあります。この制度は言うまでもな

く、高齢者、またその家族の方々が運転能力等を鑑み、免許を自主返納する制

度であります。免許を返納することにより、運転経歴証明書等の交付を受ける

ことができ、さまざまなサービスを受けることができます。兵庫県では、高齢

運転免許自主返納サポート協議会に加盟している企業、団体からさまざまな割

引を受けることができます。例えば、神姫バス株式会社は、路線バスの半額、

加盟企業のタクシーにおいては、乗車運賃が１割引されます。ただ、このよう

なサービスがあるけれど、まだまだ十分ではありません。福崎町においては、

運転免許を自主返納するということは、高齢者にとって、大変大きな障害が発

生いたします。買い物一つ、病院一つ、行くことに公共交通機関が都市部のよ

うに充実していない福崎町においては、大変不自由なことだと思われます。あ

る住民の方から言われたことがあります。父が高齢ドライバーであるが、運転

に不安がある。人様を巻き込むような大事故を起こす前に、運転免許を自主返

納させたい、など、不安の声を多く聞いてまいりました。高齢者の方が運転免

許を自主返納しやすい環境づくりが必要かと思われます。  

       そこで、質問であります。当町において、昨年度、また今年度において、高齢

者の運転免許自主返納された数はわかりますでしょうか。  

住民生活課長  町内の免許自主返納者の数につきましては、平成２８年、これは１月から１２

月の数字になりますが、５０人、それから平成２９年につきましては、１月か

ら６月まででございますが、３３人となっております。  

前川裕量議員  続きまして、全国平均、また県下平均で見ると、当町はどういった数字になる

でしょうか。  

住民生活課長  平成２８年の免許保有者のうち、免許自主返納者の数の割合で見てみますと、

全国では０．４２％、兵庫県では０．５２％、福崎町では０．３７％となって

おりまして、全国、県から見ますと、やや低めというところではございます。  
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前川裕量議員  福崎町においては、免許返納された方に関しては、巡回バス、サルビア号の無

料券が渡されるというふうに聞いておりますが、今まで返納者に対するサルビ

ア号の無料乗車券の申込者数はわかりますでしょうか。  

健康福祉課長  １年間の無料乗車券を平成２４年１１月から開始をしております。平成２９年

７月までで２４件、発行をしておるところでございます。平成２９年８月以降

の自主返納者につきましては、期間を３年間に延長いたしまして、５件発行を

しております。  

前川裕量議員  返納者に対して、例えばタクシー券など、配布サービスをしてはどうかと、今

後の当町のお考えをお示しください。  

健康福祉課長  返納後の移動手段の確保、これにつきましては今後の課題であると認識してお

ります。しかし、運転免許を所持されておらなかった方とのバランス、あるい

は財源の問題もありまして、議員がおっしゃるような案は今のところ考えては

おりません。  

       先ほど議員もおっしゃっていただきましたが、現在実施中でありますサルビア

号の無料乗車券の発行、あるいは県の高齢者運転免許自主返納サポート協議会

でのバスやタクシーの運賃割引、こちらの優遇措置などをさらにＰＲしていき

たいと考えておるところでございます。  

前川裕量議員  ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。もちろん、タクシー券を配布と

いうと、この財源がありません。ただ、それぐらいの大なたを振るう気持ちで

この事業に取り組んでいただきたい。そう言いますのも、やはり高齢者の方が

自主返納しやすい環境をつくり、そして、本当に悲しいそういった悲劇を生み

出さない取り組みが今後必要だと思いますので、ぜひとも今後しっかりと対応

していただけたらと思っております。  

       次の質問であります。町内業者の育成についてであります。  

       町内業者の育成は周知のとおり、町行政にとっては重要課題の一つであり、今

までもたくさんの取り組みを、当局は取り組まれてまいりました。町の発展は、

町内の商工業の発展が欠かせないものであります。そこで、町行政が発注する

物品、建築、建設等さまざまな入札、見積もりにおいて、町内業者の参入を求

めるものであります。  

       町内の業者が工事等を受注することで、行政が投資した資金が町内を循環して、

地域経済の活性化、地元企業の育成につながると思われます。また、建設業者

等は災害時の緊急指定業者として、早期の復旧工事と安全・安心のまちづくり

には欠かせないものであります。そのような業者の育成も必要であります。そ

こで、町内業者の育成の観点から質問をさせていただきます。現在、建設工事

関係の指名願いは何社あるのか、また、そのうち町内業者は何社あるのでしょ

うか。  

企画財政課長  指名願いを提出されています業者数ですが、建設工事業者数で６２９社、測量

建設のコンサルタント等業者が３８１社ありまして、そのうち町内業者は建設

工事業者で２７社、コンサル等業者で１１社であります。  

前川裕量議員  ここ数年の町内業者の推移を教えてください。  

企画財政課長  町内業者数の推移ですが、１５年前の平成１４年のときですが、建設工事業者

数が４８社、測量建設のコンサルタント等業者が５社、１０年前ですが、平成

１９年になります。建設工事業者が４９社、コンサル等業者が４社。５年前で

す。平成２４年当時は、建設工事業者が３４社、コンサル業者が１１社という

ことで、コンサル等業者につきましては増加傾向にありますが、建設工事業者

につきましては減少傾向にあります。  
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前川裕量議員  その減少している理由は何だと考えておられるでしょうか。  

企画財政課長  これは景気の後退、公共事業の減少が主な原因で、福崎町に限らず、全国的に

建設業者、またその業者数が減少しているのが現状であると認識をしておりま

す。 

前川裕量議員  平時、また非常時の対応を含めて、一定の町内業者が必要と思いますが、どの

ように考えられますでしょうか。  

企画財政課長  議員言われますように、町における地域経済、産業の活性化の面を含めまして

も、一定の町内業者数は必要であると認識をしておるところであります。  

       非常時につきましては、現在、３社を緊急指定しておりますが、現状では災害

対応等できておりますが、いつ大きな災害に見舞われるやわかりません。有事

の際には緊急業者数はもう少し多いほうがよいのではないかと考えております。  

前川裕量議員  県及び近隣の市町村と比較して、本町の最低制限価格の水準はどうか、また、

見直す意向はあるのでしょうか。  

企画財政課長  建設工事等の公共工事の品質を確保し、限られた財源を有効的に活用し、適正

な価格で公共調達をするということは発注者の責務と考えております。最低制

限価格につきましては、公共工事の品質確保、事業者の企業努力によるインセ

ンティブ、費用削減の観点から、適切に設定する必要があると認識をしており

ます。当町の最低制限価格の水準は、近隣市町、兵庫県に比べ、低くなってい

ることは認識をしているところでございます。今後はこの最低制限価格制度に

ついて、町全体で研究を深め、妥当な価格設定を検討してまいりたいと考えて

おります。  

前川裕量議員  ぜひともこの最低制限価格、少し考えていただければなと思っております。  

町    長  現在における最低制限価格、これら等の設定の分野については適切だというよ

うに認識をして、認識をしていなければ、これら等はもう直ちに改善を加えて

おるというところであります。今、企画財政課長が答弁を申し上げましたです

が、これら等につきましては、それぞれの形の中で、いつも研究をしておると

いったような状況でありまして、今、質問があって、それら等を含めた形の中

で、新たに研究を深めなければならないといったようなものではないというよ

うに認識をしているところであります。  

       なお、業者等と話しする中におけます分野につきましては、これら等について

対応をするといったような形の中で、最低制限比率を若干上げた事があります。

しかし、そのときの入札は１社のみが圏内に入り、それ以外が失格といったよ

うな状態度でありまして、それら等に対応するような形にはなりませんでした。

それら等を含めた上で、一体どの価格が適正なのかといったような形、今、質

問議員の言われるように、本町の最低制限価格のあり方等については、そうい

ったような形ではこう、耳には入ってきておりますけれども、実際に運営する

側として、それら等に対応する形をとったとしても、それら等が業者に対応し

ていただけるものというような形にはなっていなかったのは事実であります。  

前川裕量議員  入札というのは本当に難しいとは思います。まず、公平・公正さが必要であり

ます。そして、もちろん、安い金額で落とすことは、住民にとって大切な税金

を使用する観点から、大変有意義だと思われます。ただ、もしこれが安過ぎた

場合、安かろう、悪かろうにならないように、そのために最低制限価格という

ものが設けられているというふうに考えております。  

       その観点から、今の現状が、今、町長が言われましたとおり、しっかりとした

管理、またその中で町の考え方としては、今が適正だというふうに考えられて

いるということで、お聞きしましたが、再度、ご検討をいただければと思って
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おります。  

町    長  入札業者、こういう建設工事等に入札に値するに当たっては、一般管理費、い

わゆる会社経営等の必要経費、それから現場管理等の必要経費、これら等を踏

まえた上で、適正な価格で入札をするといったような形で、最低制限価格が低

かろうが高かろうが、その会社にとって必要な入札額といったようなもので応

じていただければ、それで私は結構かというように思っております。  

前川裕量議員  今後よく勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

       それでは、次の質問であります。青少年育成・スポーツ振興についてでありま

す。 

       青少年健全育成には、スポーツ振興が重要だと考えられます。日本体育協会ス

ポーツ憲章第１条で、スポーツの意義と目的について、スポーツは、人々が楽

しみ、よりよく生きるために、みずから行う自由な身体活動である。爽やかな

環境の中で行われるスポーツは、豊かな生活と文化の向上に役立つものとなろ

う。スポーツをする人は、美しいスポーツマンシップが生まれることを求め、

健康な身体を育むことを目的とする。と述べられております。  

       特に、子どもたちは、スポーツを通して多くのことを学ぶ機会であり、心身と

もに鍛える絶好の場であります。  

       また、住民にとっては、健康増進にも、体を動かす機会がふえることは大切で

あります。  

       そういった観点から、小中学校の施設など、さらに利用しやすい環境づくりが

必要かと思います。青少年健全育成に、住民の健康増進のために、町内のグラ

ウンド、体育館等、運動施設の利用増進を求められております。  

       そこで、現在の利用状況の質問をさせていただきたいと思います。  

       小中学校等の体育館の使用率は幾らでしょうか。  

社会教育課長  教育委員会が社会開放しております小中学校の体育館は、各学校で利用状況が

違いますので、学校ごとに申しますと、福崎小学校９０．７％、高岡小学校８

４．９％、田原小学校８２．５％、八千種小学校６３．３％、福崎西中学校６

３％、福崎東中学校８４．４％となっております。  

前川裕量議員  また、町内のスポーツ協会などの団体数は幾らありますでしょうか。  

社会教育課長  福崎町体育協会に所属している団体は、ソフトボール協会、バレーボール協会

など、１７団体ございます。それと、福崎町スポーツ少年団は、野球、柔道な

ど、５団体あります。ほかに、総合型地域スポーツクラブとして四つ、各校区

に一つずつスポーツクラブがございます。  

前川裕量議員  そういった協会、団体等に参加してないスポーツクラブ、団体はあるのでしょ

うか。また、あるのであれば、数字がわかればお願いいたします。  

社会教育課長  社会体育施設の申込状況を見ますと、体育協会、スポーツ少年団に登録してい

ないクラブも数多くございます。全体の数のほうはちょっとカウントしており

ません。  

前川裕量議員  といいますのも、多分協会に関しては一定限の料金設定が、安く設定されてい

ると思いますが、それ以外の団体が、そういった割引された金額が受けられな

いのかなと思いまして、ちょっと質問させていただきました。  

       この近隣自治体と比較して、この利用料金はどういった比較できますでしょう

か。 

社会教育課長  体育館の使用料で言いますと、福崎町では午前、午後、夜間の区分がありまし

て、区分の午後で比較いたしますと、福崎町１，５８０円、市川町８７０円、

神河町８００円、姫路市３，６００円でございます。グラウンドの使用料で申
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しますと、福崎町１，０６０円、市川町２，４００円、神河町２，４００円、

姫路市４，０００円でございます。  

前川裕量議員  特に体育館のほうは、神河町、市川町と比べたら、少し高いのかなと思います

が、この近年、利用料の見直しなど検討はされたのでしょうか。また、今後さ

れる予定はあるのでしょうか。  

社会教育課長  近年、大きな見直しは行っておりません。直近では、さるびあドーム新設時の

平成２７年４月１日にドーム使用料の追加をいたしました。また、その前では、

平成２６年７月１日に消費税率引き上げに伴う改正をしております。  

       今後の改正につきましても、今のところは検討しておりません。  

前川裕量議員  ぜひとも料金の設定の見直しを行っていただき、また、体育館の利用増進を求

める中、例えば、夏休みや冬休みなど、長期の学校休暇のときには、小学校の

体育館を住民に開放するなど行い、住民のスポーツの参加を求め、また、健康

増進につながるような、今後そういったこともご検討いただければなと思って

おります。  

       現在、国でも東京オリンピックに向け、スポーツの強化に取り組まれておりま

す。将来この我が町福崎町からも、そういったすばらしいオリンピック選手な

ど、すばらしい選手があらわれることを心より念じて、一般質問を終わりたい

と思います。  

議    長  以上で、前川議員の一般質問を終わります。  

       次、２番目の質問者は、木村議員であります。  

       質問の項目は  

       １、高齢者福祉について  

       以上、木村議員。  

木村いづみ議員 議席番号７番、木村いづみでございます。議長の許可を得ましたので、通告に

従い、一般質問をさせていただきます。  

       福崎町の高齢化率も高くなってきている現在、生まれ育った家、自分が建てた

家、思い出がいっぱい詰まった家で最後まで過ごしたいと思っている高齢者も

多いと思います。国は、住みなれた地域で長く安心して暮らすということを目

的とした地域包括ケアシステムの構築に力を入れています。施設での介護から、

在宅介護へと、国の施策やサポート体制が変わっていく中、在宅で介護サービ

スや介護予防サービスを受ける人は年々増加傾向にあります。町内における独

居要介護認定者の数もふえていることと思われます。訪問介護サービスを利用

されておられる方も多く、ヘルパーは掃除、調理、洗濯、買い物などの生活援

助を行っています。  

       その中で、ごみ出しの生活援助がありますが、ごみ出しにおいては、ごみステ

ーションに持ち込む時間が８時３０分までとなっており、ごみの分別も行わな

ければなりませんし、ごみの種類によっては、回収日が月に１度しかなく、訪

問ヘルパーがサービスに入ったころにはごみステーションの回収も終わってい

るのが現状です。  

       私の周辺でも、車で出勤途中にごみを捨てに行く方が多く、一輪車にごみを乗

せている方も数人、歩いて行かれる方はごみステーションに近い方だけとなっ

ております。ひとり暮らしといえども、尿汚染したリハビリパンツや尿取りパ

ッドは量も多く、重たいです。足腰や腕が老いとともに悪くなるばかりで、歩

行困難者にとっては、ごみステーションは遠く危険が伴います。高齢者がごみ

を片手に持って、つえをつき、ごみステーションまで歩いて行くことは、転倒

の危険性も高く、転倒から骨折、入院、寝たきりへとなり、住みなれた自宅で
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生活できなくなることも想定されます。  

       また、独居要介護者の中には、宅配弁当をとられている方も多く、食事の状態

を見ても、完食されていることは少なく、残飯も毎日のことですから、とても

多くなっております。夏場の台所は暑く、数日で生ごみに小バエが湧き、腐敗

臭がし、非衛生的であります。加古川市のように、高齢者宅のごみ回収事業、

さわやか収集をしてくださいとまでは言いません。現在、一般家庭において、

生ごみの減量化、軽量化にもなる、生ごみ処理機の助成がありますが、独居要

介護者において、必要とされる方には全額補助を要望いたしますが、独居要介

護者のごみ問題について、対応策はあるのか、また、生ごみ処理機全額助成に

ついてのお考えをお聞かせください。  

住民生活課長  要介護の独居高齢者の方のごみ出しにつきましては、現在、ヘルパーの方が訪

問された際、帰りにごみステーションにごみを持って行かれる場合であります

とか、地域によっては、地域の方がごみ出しを支援されているケースがござい

ます。  

       また、昨年度から地域包括支援センターが各地区を周り、地域支え合い会議を

開催をしまして、地域での互助を中心に、自助・互助・共助のできることにつ

いての話を進めております。その中で、独居高齢者の方のごみ出し支援などに

ついても話し合いをしていくという予定でございます。  

       こういった訪問介護ですとか、地域支え合い会議など、いろいろな方法により、

今後も対応を考えていきたいと思っております。  

       それから、生ごみ処理機の件でございますが、これにつきましては、生ごみを

堆肥化したり、乾燥させたりするものでございまして、ごみを減らすというこ

とでは効果はございますが、機械で処理した後も土のほうに戻したり、また、

ごみを出すなどの処理は必要となってくるものでございます。生ごみ処理機が

ごみ出しの軽減につながるものとは考えにくいとは思っております。したがい

まして、ごみ出しにつきましては、先ほど言いました訪問介護、地域支え合い

会議など、そういったことでの対応ということで考えさせていただきたいとい

うふうに思っております。  

木村いづみ議員 今後もごみ問題について検討、また十分な施策をしていただきたいと思います。  

       次に、地域支援事業の中の在宅支援で、認知症高齢者やすらぎ支援事業がある

のですが、この中のやすらぎ支援員は現在何名おられ、どのような業務内容を

されているのでしょうか。  

健康福祉課長  現在、６名の登録がございます。業務内容といたしましては、利用者宅を訪問

させていただきまして、話し相手、あるいは散歩のつき合いをするなど、見守

りの支援を行っておるところでございます。また、本人の日課、これの遂行支

援、こちらも対象としているところでございます。  

木村いづみ議員 このやすらぎ支援員になるためには、何か受講されるんでしょうか。  

健康福祉課長  これにつきましては、認知症サポーター養成講座等を受けていただきまして、

認知症の理解や対応方法を取得していただくこと、これが必要となっておりま

す。ただし、介護福祉士等の免許を有するなど、既に認知症の疾患の理解、あ

るいは対応について、取得をされておられる方につきましては、必要ございま

せん。  

木村いづみ議員 この認知症サポーター講習ですか、その講師という方は有資格者の方が講師

をされているんでしょうか。  

健康福祉課長  資格といいますと、認知症キャラバンメイト、または、認知症について、医

療・福祉両面で豊富な知識と支援経験を有する方にお願いをしておるところで
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ございます。  

木村いづみ議員 この受講料とか、何時間受講するとか、あとまた認定基準とかはあるんですか、

誰でもなれるということでしょうか。  

健康福祉課長  まず受講料、これにつきましては無料となってございます。時間ですが、決め

られた受講時間というものはございません。ただし、認知症サポーター養成講

座、これにつきましては９０分ということになっております。介護予防サポー

ターと別の支援者育成事業とあわせて実施をする場合もあります。  

       認定基準でございますが、特にありません。認知症サポーター養成講座等を受

講したことがわかる書類等をお持ちでしたら、登録はできるということでござ

います。  

木村いづみ議員 この定期的な勉強会とか、報告会とか、あるんでしょうか。  

健康福祉課長  現在のところ、設けてはおりません。ただ、フォロー研修という形で、町が企

画する認知症に関する講座あるいは研修に参加をいただくということはござい

ます。  

木村いづみ議員 大体このサポーター１人当たり１カ月どれぐらいやすらぎ支援員として働いて

おられるんでしょうか。  

健康福祉課長  施設入所等をされたために、現在、利用者が少なくなっておりまして、活動中

の支援員につきましては３名で、１週間に１回程度の活動となっております。  

木村いづみ議員 やすらぎ支援員さんの報酬、時間給、ここのしおりのほうには、利用者さんは

１時間に１００円負担と書いてあるんですけども、やすらぎ支援員さんは幾ら

もらわれるんでしょうか。また、保険とかに加入されているんでしょうか。  

健康福祉課長  報酬につきましては、支援活動費として、１件当たり１００円、それから１時

間当たり９００円の報酬となっております。保険のほうですが、加入をしてお

ります。  

木村いづみ議員 その保険代はやすらぎ支援員さん個人負担ですか。  

健康福祉課長  これにつきましては、現在、社会福祉協議会のほうに委託しておりまして、平

成２９年度から社会福祉協議会の介護保険社会福祉事業者総合保健、こちらが

対象となっておりまして、この安らぎ支援員さんにつきましても、適用対象と

しておるところでございます。  

木村いづみ議員 介護職の資格を持っている者でも、大体、今、最低賃金の８５０円スタートに

なっているんですから、結構、見守りとお話し相手で９００円って結構高い報

酬かなと思うんですけども、またこの支援事業を利用されている人数、今、３

名でしたね。確認です。  

健康福祉課長  ２９年９月現在３人でございます。  

木村いづみ議員 この冊子には、物忘れ等認知症が疑われる高齢者とあるんですけども、認知

症はなく、歩行がやや困難な高齢者の方はこの支援事業のサービスを利用でき

るんですか、できないんですか。  

健康福祉課長  こちらの対象につきましては、町内に居住をされる認知症高齢者等でございま

して、議員もおっしゃいます、その在宅生活、これを続けるために支援員の派

遣が必要な方であれば、介護認定を受けておられなくても利用ができるという

ことにしております。  

       ただし、確認のために、基本チェックリストというものがございまして、こち

らで事業対象者に認定をし、介護予防ケアマネジメント計画、これを提供させ

ていただいているところでございます。  

木村いづみ議員 利用時間が８時３０分からとなっているんですね、こちらにね。身体に触れる

援助ではないのですが、できるのであれば、やすらぎ支援員さんにごみステー
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ションに行けない方のごみ出しやごみの分別を援助していただけたらと考えて

おります。今後この認知症高齢者やすらぎ支援事業が大変重要で必要となって

くると思われます。やすらぎ支援員の増員と、この事業が必要とされる利用者

への周知をお願いしたく思います。  

       町内に住んでおられる高齢者が、住みなれた町、家で、安心して快適に、そし

ていい環境の中で老後を送られるよう、私たちは一層の研究をしていかなけれ

ばならないと考えております。高齢者福祉施策のさらなる充実を強く要望し、

私の一般質問を終わります。  

議    長  以上で、木村議員の一般質問を終わります。  

       次、３番目の質問者は、冨田議員であります。  

       質問の項目は  

       １、幼児教育の無償化に向けた取り組みについて  

       ２、災害時の避難場所として利用する公立小中学校の機能について  

       ３、公文書の管理について  

       以上、冨田議員。  

冨田昭市議員  議席ナンバー１０番、冨田でございます。さきに提出いたしました通告に従い

まして、一般質問をさせていただきます。  

       今回の私の質問は、先ほど議長よりご紹介のありました３項目について、順次

ご質問をさせていただきます。  

       初めに幼児教育の無償化に向けた取り組みについてであります。  

       幼児教育の必要性は言うまでもなく、そちらに座っている皆さん方のほうがよ

く存じ上げているわけでございますが、この点を取り上げて検討していきたい

なというふうに考えております。  

       福崎町では、現在、小学校区に認定こども園が１園ずつ建てられておりまして、

公立の認定こども園が４園、私立を含めますと、６園という形になるんだろう

と思います。  

       そういう中におきまして、人口が約２万人の中では、本当にこう恵まれた環境

ではないかなというふうに思っておりまして、これは全国に比べて進んでいる

取り組みではないかなというふうに私自身考えているわけでございます。福崎

町にいる未就学児の児童は、大変恵まれているんではないかなというふうに考

えております。  

       そして、４歳、５歳児の子どものほとんどが、認定こども園に在園をしていま

すが、ゼロ歳から３歳児の入園者数の割合が、年齢が１歳ずつ下がるにつれま

して、徐々に少なくなっているわけであります。  

       この問題について、いろいろご父兄とか、いろんな方に聞いてみますと、やは

り、教育費の負担等が最大の原因になっているようでございます。  

       このような問題は、福崎町だけではなく、全国的に見てもどこも同じような割

合でございます。認定こども園は教育、保育を一体的に行う施設でありまして、

幼稚園と保育所の両方をあわせ持つ、そしてそういう施設でありまして、都道

府県から認定、あるいは認可を受けているわけでございます。就学前の子ども

を、保護者が働いているいないにかかわらず受け入れて、教育及び保育、一体

的な機能を備えている施設であるわけなんです。  

       さらに、子育て相談や親子の集いの場の提供等、地域における子育て支援の機

能を持っているので、認定こども園として認められているというふうに考えて

おります。  

       そのような中で、認定こども園の幼児教育の無償化を進めることは、大変に意
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義があるものというふうに私は考えております。幼児教育に係る費用を社会全

体で負担することによりまして、全ての子どもに質の高い幼児の教育を受ける

機会を実質的に保障することであると考えますが、当局のご見解をお尋ねをす

るものでございます。  

学校教育課長  幼児教育の無償化を進めることは、収入格差是正により教育格差をなくすこと

で、就学前教育を受ける機会がふえ、ひいてはより多くの人材育成につながる

と考えます。昨年度から国の幼児教育の段階的無償化が推進されているところ

でございます。本町におきましても、引き続き国や県の動向に沿って、幼児教

育の無償化を進めていく考えでございます。  

冨田昭市議員  平成２９年の６月９日に、これが閣議決定をされているわけなんですね。もう

ご承知と思いますけども。そして、その中で、幼児教育の無償化に関すること

を話し合いをいたしまして、人材投資の抜本強化を図っていこうということが

話し合いをされているわけでございます。  

       その第一歩といたしまして、幼児教育、保育の早期の無償化や、児童、大都市

圏に行きますと、待機児童というのがたくさんいますけども、その辺も解消に

向けた財政、あるいは税、新たな社会保障の検討を進めまして、安定的な財源

確保の進め方を検討しまして、年内に結論を得、高等教育を含めまして、社会

全体で人材投資を抜本強化するための改革のあり方については、早急に検討す

るべきであるというふうな結論に至っているようでございます。  

       そして、教育の質の向上ということでもって、教育へのアクセスの向上、そし

て、幼児教育についての財源を確保しながら、段階的に無償化を進めるという

ふうなお話がございました。これは本年の８月２７日に文部科学省の役員さん

に来ていただきまして、約１時間半の研修を受けまして、このようなお話をさ

れておりました。しかしながら、今年度中にこれが決まって、即地方でもって

実施ということになりますと、非常に厳しい面もあろうかというふうに思いま

すけども、今、国会におきましては、衆議院が解散されるということでもって

予想されておりまして、いろんな問題等も上がってくるんではないかなという

ふうに思いますが、やはりこういう子どもに対する問題とか、社会保障の確立

にも、しっかりと確保していきながら、安定した社会の構築を私は望んでいる

わけでございます。  

       そして、児童教育の無償化については、平成２９年７月３１日に幼児教育の無

償化に関する閣議決定、これは与党の実務者会議でもっても検討がされており

ます。そして、平成３０年度においても、家庭の経済状況にかかわらず、全て

の子どもに質の高い幼児教育を保障するために、環境整備と財源確保を図りつ

つ、段階的に幼児教育の無償化に向けて取り組むということを言っておりまし

て、その対象範囲や内容については、予算編成過程におきまして検討するとい

うふうな回答が出ているようでございます。  

       ということになっていますので、福崎町におきましても、検討を進めていただ

きたいなというふうに思いますけども、その点についてのお話はどうでしょう

かね。ご見解をお尋ねいたします。  

学校教育課長  福崎町の状況でございますけども、昨年度から国の政令改正に伴いまして、国

の幼児教育の段階無償化が進んでおるところでございます。しかしながら、昨

年度につきましては、なかなか国の事務レベルでの内容が出てこなかったよう

なことがございまして、多くの自治体でも対応がおくれました。本町におきま

しても、昨年度におきましては、１月の対応となって、無償化対象者に４月に

さかのぼっての保育料の還付をするというようなことでございました。  
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       それらの状況の中で、今年度につきましては、国の内容も早く示されたことも

ありまして、福崎町の多子軽減の対象となる兄弟の年齢制限の撤廃、また、幼

児教育無償化対象世帯の拡充というような国の政令改正が今年度に向けて行わ

れたことにあわせまして、既に５月の総務文教常任委員会でも報告させていた

だいたとおり、還付の形ではなく、４月から対応して、経済的な負担を少しで

も軽減できるよう、早い無償化の推進を進めさせていただいたところでござい

ます。  

       また、県が制度化しております兵庫保育料軽減事業につきましても、本町は昨

年度から第２子の軽減について、町費を加算して予算化もご理解いただいて、

させていただいているところでございます。  

       就学前教育となる１号認定の子どもにつきましては、平成２７年度の子ども・

子育て支援新制度の施行に伴いまして、利用者負担が応益負担から応能負担に

大きく制度改正されました。国の基準におきましても、大幅な値上げという世

帯が生じる中、本町では、保護者の急激な負担増を避けるため、段階的な対応

とした上で、施行から５年後の平成３１年度で国基準額のおおむね５０％を基

準に設定させていただくなど費用の軽減を図り、できるだけ多くの子育て世代

が就学前教育を受ける機会を創出させていただいておるところでございます。  

       今後も国や県の動向に沿った段階的無償化軽減施策を継続させていただき、町

内の認定こども園において、よりよい就学前教育・保育の充実に向けて取り組

んでまいります。  

冨田昭市議員  それでは、次の質問に入りますけども、次は、福崎町の少子化対策の取り組み

とか、今後の方針などについて、お伺いをするものでございます。  

       これは、現在結婚されているご夫婦と独身の女性に理想の子どもの数を聞いて

確認したのですけども、持てない理由として、いろいろな角度から調査をし、

アンケートをとりながら調べてみたわけでございます。その一番に多いのは、

子育て教育にお金がかかり過ぎるというふうに答えた方が、３０歳未満の女性、

また３０歳から３４歳、３５歳から３９歳、４０から４９歳という、それぞれ

の違った子ども数を言っていましたけども、平均してみますと、理想的な子ど

もの数は２人が圧倒的に多く、６８％でありました。  

       しかし、現実には、１人の女性が一生のうちに産む子どもの数は、２０１６年

ですけども、その調査では１．４人でありまして、その幅広い年代で低下して

いるわけでございます。  

       これまで、上昇傾向にありました３０歳から３４歳の出生率が１１年ぶりに低

下しています。これは２０歳代の出生率が低迷を続ける中、３０歳以上の世代

の出生率回復が全体の底上げにつながっていましたけども、このままでは少子

化に拍車がかかる可能性があるわけでございます。  

       そこで、通告書の詳細にも書いてありますように、若い夫婦など、経済的負担

が大きい幼児期の教育にかかる費用について、経済的に負担を軽減するという

ことは、少子化対策の歯どめになるというふうに考えますが、福崎町の少子化

対策の取り組みの今後の方針をお伺いいたします。  

学校教育課長  先ほど答弁申し上げたとおり、この重要性を鑑みまして、今後も国、県の動向

に沿って、施策を継続していくという考えでございます。  

冨田昭市議員  いろんな角度から、それぞれがご検討されていると思いますけども、実質的に

本当に少子化に歯どめをかけるのだというふうになりますと、今、私が言いま

したように、やはりこのいろんなアンケート調査をしながら、そのお母さんた

ちの言葉をしっかりと真摯に受けとめて、それをどのように行政で反映させて
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あげることができるかなというところに、少子化に歯どめがかかるんではない

かなというふうな感じがするわけでございます。  

       特に子育て盛りの若いご夫婦の、これは失礼ですけども、やはりこう生活水準

というのは、非常に最近では低くなっております。そういう中でもって、子ど

もさんが学校に行くようになりますと、非常にお金がかかってきまして、何と

か共働きでもって、それをその教育費のほうに充てているというのが、これが

現状であるわけなんですね。ですからやはり、何とかそういう方向を考えなが

ら、もう一つ一歩踏み込んだそういう努力が必要ではないかなというふうに思

います。  

       そして、また日本全体では、少子高齢化、それに人口減少というトリプルパン

チを現在受けているわけなんですね。数字的に申し上げますと、出生率のピー

クは１９４９年、今から６８年前ですね、昭和２３年の２６９万６，６３８人、

すなわちこれは団塊の世代に生まれた第１次ベビーブームでありまして、そし

て、その後現在の２０１６年、昨年生まれた子どもの数は、１００万人を割っ

てしまっているような、当時の約３分の１ぐらいに減ったことになるわけなん

ですね。やはりこういうことは一日でも早く地方から元気にしていかなければ

いけないんではないかなというふうに私、思います。国の制度そのものもいろ

いろ検討されておりますけども、非常に遅いんです、正直言いまして。なかな

か地方に来るまでは時間がかかって、そこでもっていろんなことをしています

と、すぐ１年、２年たってしまいますので、やはり即実施するというところに、

その歯どめがきくんではないかなというふうに思うわけでございます。  

       次に、３の質問は、幼児教育の効果について、お尋ねするものでございます。  

       幼児教育の教育は、生涯にわたる人格形成の基盤を培うものでありまして、近

年は海外におきましても質の高い幼児教育は、受けた本人だけではなく、社会

に対して効果が大きい上、将来の所得の向上や生活保護の受給率の低下につな

がるという研究結果が得られるなど、全ての子どもに質の高い幼児教育の機会

を保障することは、極めて重要ではないかなというふうに思うわけでございま

す。 

       そこで、当局の見解をお尋ねいたしますけども、その点についてはどうでしょ

うか。  

学校教育課長  ９月１日時点で全在籍の園児数、認定こども園の園児６３７人で見ました場合、

第１階層に当たります生活保護世帯の園児はゼロです。また、低所得者の第２

階層の住民税非課税世帯の場合は４３人いらっしゃいまして、全体に占める割

合は６．８％となっているところでございます。  

議    長  一般質問の途中でございますけれども、暫時休憩させていただいて、再開が１

０時４５分とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

◇ 

休憩 午前１０時２８分  

再開 午前１０時４４分  

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思います。よろしくお願いいたします。  

冨田昭市議員  今回の議会で出されました決算報告書の資料の中でも、認定こども園の利用者

の負担金、これは平成２９年５月３１日現在のものでありますけれども、滞納

繰越金として、合計額として、６１万９，３５０円、現年度調定数が４５０件

中１２件が現年滞納数になっていたわけでございます。このような金銭的な因

果関係が子どもの将来に影響が出なければいいんですけども、気をつけた対応
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をお願いしておきたいなというふうに思います。  

       このような金銭的な因果関係が非常に子どもたちに影響があるということも言

われておりますので、しっかりとした対応をお願いして、次の質問に入ります。  

       この質問の最後になりますけども、福崎町の認定こども園に入園しているゼロ

歳から２歳児、そして、３歳から５歳児のその人数、そしてまた保護者が負担

している経費、年額と、行政から拠出金が幾ら出ているのか、その辺のご答弁

をお願いいたします。  

学校教育課長  入園している園児の人数でございますが、９月１日現在でゼロ歳から２歳児が

１７２人、３歳から５歳児までが４６５人でございます。保護者が負担してい

る経費の年額でございますが、平成２８年度決算をベースとする金額になりま

すが、約１億４，７００万円、それから、行政からの拠出金の年額は約３億２，

１００万円でございます。  

冨田昭市議員  そうなりますと、今回もし国会で通りまして、それが地方に来まして、負担を、

この金額については、無償化しますよというふうになりますと、とりあえず現

段階でありませんけども、３歳から５歳児までを一時的にやるようなお話があ

りましたけども、そうなりますと、それに対しての負担金が結構町行政につい

ては大きな負担になるでしょうかね、その辺は。ざっくりとしたんでいいです

よ。あんまり正確な数字は出んと思いますので、ざっとした答えで。 

学校教育課長  昨年度から進められております段階的無償化におきましては、基本的には国が

財源を補填するというようなイメージで進められております。来年度に向けて

の議論も現在いろいろな議論が進められている中でございますが、行政からの

拠出金としてはふえますが、内容的には国が補填してくださるものと考えてお

ります。  

冨田昭市議員  消費税率を社会保障費に充てるというふうな方向性をもって考えているようで

ありますので、またその辺の対応方、よろしくお願いをしておきます。  

       それでは２点目の質問は、災害時の避難所として利用する町立小中学校の機能

についてお尋ねをするものでございます。  

       地域の避難拠点となる学校の防災の強化を進めるために、小中学校の耐震化は

ほぼ完了していますけども、災害時の避難所に指定されている小中学校の防災

機能に関する問題点について、質問をさせてもらいます。その前に、１７日、

１８日に鹿児島県、九州に上陸しました台風が、１７日の午後に兵庫県が暴風

圏内に入りまして、福崎町でも２時間余りに非常に大雨が降り続けまして、あ

ちこち河川が増水をしまして、危険な状態になりました。１８日の朝６時３０

分に避難準備情報が解除されまして、川の水も安定をしまして、通常の流れに

なりつつありましたけども、やはりその災害対策に携わった職員に感謝を申し

上げます。大変ありがとうございました。  

       今回のその台風で福崎町では１７日の１２時ごろに避難所を設置したという放

送がありまして、その後、土砂災害発表中のテレビの字幕が出ました。そして、

河川の増水や暴風雨の影響で、避難準備の放送が８時３０分にありまして、住

民の方にお知らせをしてくれたわけでございます。先ほどもらったこの分とは

若干違いますけども、これは放送を受けた分の時間であります。  

       その後、大雨が降り続けまして、２３時２０分ごろに市川の水位が上昇し始め、

浸水のおそれがあるということから、放送がありまして、各関係集落に注意を

呼びかけています。その後、暴風雨が収まりまして、翌朝の６時３０分に発令

していた避難準備情報が解除されたわけなんですね。  

       その後、被害状況を私、翌日確認をしました。そしたら、数件の床下浸水や田
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畑の被害が出たようですけども、大きな被害が出なかったので、ひとまず安心

をし、その後の状況を確認しましたら、本日机上にこの当日のその分の資料が

ありましたので、確認しまして、若干、当時聞いた分から幾らかふえているな

という感じがしまして、こういうふうなことがあったのかなというふうに思っ

ておりまして、大きな災害につながらなくてよかったというふうに考えており

ます。  

       このように現在の地球環境では、いつ自分たちの住んでいる地域に自然災害が

発生するかわかりません。そこで、初めにお尋ねしますけども、町内の避難場

所として指定されている場所は、小中学校を含めまして何カ所あるのか、お尋

ねをいたします。  

住民生活課長  公共施設の関係で避難所としておりますのが１９カ所ございます。  

冨田昭市議員  その施設の利用計画は作成済みなのでしょうか。  

住民生活課長  避難所の利用計画ということでございましょうか。避難所の運営につきまして

は、マニュアル等を定めておるところではございますが、こちらにつきまして

も若干古いものでございますので、改正をするような形では考えておるところ

でございます。  

冨田昭市議員  私どもが調べた学校の施設利用の計画ですね、その割合が全国的には４割に満

たないというふうな結果が出ております。要するに、施設利用計画とは、例え

ば、運営本部をどこに設置するのか、あるいは、感染症患者が出たときには、

その専用スペース、それをどうするのか、また、避難所としての運用方法を定

めるものでありまして、被災者を円滑に受け入れまして、学校施設を効果的に

利用するための、そういう重要な施設であります。それができていなければ、

緊急時の混乱に拍車をかけるようなものではないかなというふうに思います。  

       さらに、緊急時のトイレの問題でありますけども、現在は公共下水道工事が進

みまして、公共施設はほとんど水洗化されました。災害が発生し、水道が断水

しても、利用できるトイレの確保が必要ではないかなというふうに思うんです

ね。 

       言うまでもなく、排泄の備えは、水や食糧の備蓄とともに、避難所に求められ

る最大の役割であるわけでございます。調査によりますと、非常用物資の備蓄

は７２％の学校で置いているのに対しまして、携帯トイレや雨水を使用するタ

イプなど、断水用トイレを備えている学校の割合は４９．５％であるというこ

とがわかりました。中には、１割に満たない県もありまして、これを放置でき

ないわけでありますけども、福崎町の実態をお尋ねするものでございます。  

住民生活課長  仮設トイレにつきましては、学校には備蓄をしておりませんが、防災備蓄倉庫

に今のところ１３基備蓄しております。これからもふやしていく予定としてお

ります。  

       また、飲み水以外に使用します水につきましては、本年度各小学校におきまし

て、井戸の設置工事を行う予定ということでしております。  

冨田昭市議員  福崎町では、現在、駅前公衆トイレの横にマンホールの上に乗せる簡易トイレ

を組み立てる方式ができておりますよね。これは、一つ。これはご存じですか。  

住民生活課長  マンホールトイレの分については承知しておりません。  

冨田昭市議員  え、していない。  

住民生活課長  はい。  

冨田昭市議員  これは、まちづくり。済みません。  

まちづくり課長 駅前公衆トイレを整備したときに、マンホールはマンホールトイレとして利

用可能なように整備をしております。  
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冨田昭市議員  そういうことでございまして、もしそういうふうに緊急時の混乱に対応できて

いなければ、拍車がかかるようなものになりますので、早急な計画書の作成も

お願いしておきたいなというふうに思います。  

       言うまでもなく、排泄の備えは、先ほど言いましたけども、やはり食糧と同じ

ように大事な施設でございます。どうしても、食べたものを出さなければ、こ

れはもうどうしようもないんで、やはりそういうスペースもしっかりつくって

おいて、今後の対応方、よろしくお願いをしておきます。  

       実際に熊本地震におきましては、水洗トイレが利用できない中でもって、この

ようにマンホールトイレが非常に多く役に立った例があるわけなんです。やは

り、そういうことも私たちはいろんな災害の事例を見ながら、町行政におきま

しても、やはり我が町にないものはしっかりとした検討をしていきながら、福

崎町はそういう大きな水害がないという形で現在思っていますけども、今のこ

の気象状況でしたら、いつあのような災害が発生するかもわかりません。今回

のこの１７号、１８号の台風におきましても、あれがあと一、二時間降り続け

たら、恐らく大きな災害に発生したんではないかなというふうに思いまして、

たまたまあの時間帯に雨がやんだので、助かったのではないかなというふうに

思いますので、それがたまたまですよね。間が悪かったら、大きな災害につな

がっていたということも、考えておかなければいけないと思います。町長どう

ですか、それは。  

町    長  まさしくそのとおりだと思います。しかしながら、それら等、現状の段階にお

けます分野につきましては、徐々にその分野等につきましては、充足していく

という形になろうかと思います。  

       一昨年の丹波市の災害のときの雨雲も、見てみますと、福崎町をかすめていっ

たというような形にもなっておりまして、そういう形の中では、いつ何時、質

問議員が言われるように、自然災害が福崎町を襲うという形になるのかもわか

りません。  

       しかしながら、それら等を踏まえた上で、なおかつ完璧な災害対策といったよ

うな事がらは、これはできません。それら等、自助・共助・公助のそれぞれの

観点の中における分野での対応のあり方といったようなものは研究していく必

要があると、このように思っております。  

冨田昭市議員  いろんなことは大きなこと言って、できるわけがありませんので、とりあえず

今、町長が言われましたように、そういう対応策を考えていきながら、やはり

今後も進めていただきたいなというふうに思いますので、その点はお考え方を

前向きによろしくお願いいたします。  

       それでは、最後の質問でございますけども、これは公文書の管理についてでご

ざいます。  

       国におきましては、先の通常国会で森友学園とかあるいは加計学園、そして、

陸上自衛隊の南スーダンですか、このＰＫＯの日報問題が、行政文書の管理に

ついて、追求をされていましたけども、この公文書の取り扱いと管理は、国と

地方の自治体とでは同じなのでしょうか。初めにその点を確認したいと思いま

す。 

総 務 課 長 国の法律ですが、公文書等の管理に関する法律がございます。この中、これ

は基本的には国なり独立行政法人等の法律なんですが、その３４条に地方公共

団体がこの法律の趣旨にのっとり、その保有とする文書の適正な管理に関して

必要な施策を策定するというような条文がございまして、それに準じまして、

福崎町は文書管理規定を定めているということで、ちょっと国と地方公共団体
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は多少違っているという状況でございます。  

冨田昭市議員  それでは、公文書の管理制度とか、公文書の管理条例は、福崎町の独自のもの

をつくっているのでしょうか。その辺はどうでしょうか。  

総 務 課 長  例規集にも上がっておりますように、福崎町文書管理規定というのを定めてお

ります。  

冨田昭市議員  条例の目的は高度情報通信社会の進展に伴いまして、町における情報の利用が

今、多様化して、拡大していることも考えますと、町の保有する情報の保護及

び管理に関する基本的な仕組みを定めることによりまして、行政の適正化、あ

るいは円滑な運営を図ることができまして、町民の権利と利益を保護しまして、

信頼を確保することができるんじゃないかなというふうに考えております。  

       そして、もしできていなければ、福崎町独自の公文書の管理条例の作成をお願

いしたいと思いますけども、この点についてはどうでしょうか。  

総 務 課 長  先ほど言いましたように、この文書管理規定を定めております。それに基づき

まして、福崎町の文書管理システム等も構築しておりますので、この分で対応

できるというふうには認識しております。  

冨田昭市議員  公文書にもいろいろとあると思いますけども、重要度に応じて保存期間を分類

してあるというふうに思います。現在、１年未満の文書の保存や記録を残す必

要があるものとか、１年未満の行政文書の保存基準等については、どのように

なっているのか、お尋ねいたします。  

総 務 課 長  福崎町の文書管理規定の中では、その文書の保存期間といたしまして、６種類

に分けております。永年から２０年、１０年、５年、３年、１年ということで、

１年未満の保存期間という文書は福崎町の場合ございません。  

冨田昭市議員  １年未満の文書は作成とか廃棄の記録を残す必要がないというふうなことを、

これも法律か何かで決まってるんですかね、これ。そして、これでは、要する

にその行政側の恣意的な不都合な行政文書を１年未満に分類をして、破棄して

しまうというようなこともこれ考えられるわけなんですね。悪く言えば。そう

いうことがないように、やはりその書類の保存とか、またあるいは分類は、し

っかりとした基準に基づいた厳格化を進めていかなければいけないんではない

かなというふうに思うわけでございます。そして、町の行政管理は町長以下職

員の役割でありまして、公文書管理が不適切で、必要な資料が一方的に破棄さ

れてしまうようでは、問題隠しというふうに言わざるを得ないわけでございま

す。 

       最後の質問でありますけども、独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録等、

町民共有の知的資源であります。このような公文書を適切に管理しまして、そ

の内容は後世に伝えることが行政機関の重要な責務でありますけども、この質

問については、二つに分けて質問をしていきたいなというふうに思います。  

       まず、独立行政法人の諸活動について、初めにお尋ねしたいなというふうに思

います。  

       これにつきましては、担当する機関に独立の法人格を与えまして、業務の質の

向上や活動活性化、そして効率性の向上、自立的な運営、透明的なそういう向

上を図ることを目的とした制度というふうに言われておりまして、その業務に

ついては、多岐にわたってたくさんありますので、一、二点に絞りまして、質

問させていただきたいなというふうに思います。  

       まず、福崎町の農業委員会事務局長事務処理規程がありまして、その中で、独

立行政法人農業年金者年金第１０条の規定に基づきまして、独立行政法人農業

者年金基金から福崎町が受託した業務のうち、事業の確認に関すること、ある
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いは公簿の閲覧に関すること、そして、新聞とかテレビとかラジオ、及びイン

ターネット等となっていますけども、この業務について、説明をお願いしたい

なというふうに思います。  

農林振興課長  農業委員会から独立行政法人の年金機構に関する業務につきましては、農業者

年金に加入されている方の管理というふうになります。現在、年金を受け取ら

れている方、それから、今、年金を払っておられる方の管理をしております。  

       それについては、町の文書管理の基準に従って、事務管理をしております。特

に年金機構と町のデータを共有してるというようなことはございません。  

冨田昭市議員  もう一点は、平成２９年度福崎町障害者優先調達推進方針というのがあるわけ

なんですね。この方針は福崎町の全ての行政組織が発注可能な物品などに適用

する調達物品等の目標とか、障害者の就労施設等から国及び独立行政法人など

の措置において、必要な措置を講ずるよう、努めるものであるというふうにい

われておりまして、そして、福崎町における対応については検討という形で、

これ載っているわけで、あの、これなんですわ。これ、福崎町のホームページ

から出したものですけども、ここにちゃんと載っているんです。それで、これ

が結局どんなことかわかりませんので、この件をお尋ねしようかなと思って、

出してきたわけでございます。まず、わからなかったら調べてもらえませんか。  

健康福祉課長  先ほど議員おっしゃいました法律によりまして、障害者に係る物品、障害者の

授産施設等に係る物品の調達を進めなければならないということがございまし

て、福崎町におきましても、その規定を定めておるところでございます。毎年

度その調達先でありますとか、方針をホームページで公表させていただいてお

るところでございます。その分が議員持たれておる分だと思います。 

冨田昭市議員  これですね、非常に数多くその福崎町の独立行政法人が携わっている事業があ

るわけなんですね。これ結構これ、こっちに２枚と、それからこちらにも出て

るんです。それで、これら全て職員の皆さん方が多分承諾している、各課ごと

にわかっているのと違うかなと思いますけども、とりあえずこれは触れていま

せんので、それだけにしておきますけども、やはりこういう業務についてのそ

の公文書の管理ですね、言いたいのはそこなんですよ。こういうふうな形でや

ってる分の書類の管理等も、確実にされているのかなというふうに思いまして、

これを取り上げたわけでございますけども、この内容については、だからどっ

ちでもいいんです。その管理方法をですね、お尋ねしたいなというふうに思い

ます。  

総 務 課 長  当町の文書管理でございます。この分につきましては、先ほど言いましたよう

に、文書管理システムということで、既に構築しておりまして、この分類ごと

によりまして、それぞれ課ごとに分類をしておるんですが、課またはそのそれ

をもう少し細分類して、業務ごとに分類という形になるかと思います。それを

保存場所、それから、保存期間、そういう形でそれぞれ１件１件電算のほうに

入力をいたしまして、適切な管理をいたしております。  

       またこの廃棄するときにおきましても、保存期間終了後、例えば、３年という

文書があって、その３年が来たときに再度必要であるかないかを確認をいたし

まして、必要がある場合は延長をして保存しているというような形をとってお

ります。規定に基づき、保存期間等をもう既に定めておりますので、こちらの

裁量で一方的に廃棄するようなことは当然その一切ございません。  

冨田昭市議員  公文書にはいろいろありますけども、そういうふうな管理とか、もし何かあっ

たときに、必ずそれが証拠となりますので、しっかりとした保存をしておかな

いと、また町、あるいは結局、いろんな形で影響が出ますので、その点はしっ
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かりとしたその管理方法をお願いをしておきます。  

       そして、最後の質問でございますけども、その歴史的事実の記録等、町民共有

の知的資源について、お尋ねをするものでございます。  

       歴史的公文書は永久保存が原則でありまして、町の歴史事実の記録等、町民共

有の資源でありまして、その内容を後世に伝えることは、行政機関の重要な責

務でありますが、当局の歴史文化の公文書の管理や取り扱いについて、お尋ね

をするものでございます。  

       歴史的公文書の利用規約等はあるのでしょうか。例えば、保存に関する事項と

か、一般の利用に関する規則とか、あるいは取り扱い事項はどのようになって

いるのか、お尋ねをいたします。  

総 務 課 長 まず公文書ですが、現在、福崎町で職員が作成するような文書というのは、

この文書管理規定に基づきまして、保存管理をいたしております。議員言われ

ますように、その歴史的価値があるというようなものは、当然初めは役場の職

員がつくるわけでございます。それが永年保存になりまして、一定の時期、永

年といいましても、ある程度の時間、期間が過ぎますと、それが歴史的価値が

あるかどうかいうのは、その時点で判断するということで、つくったときから

もう歴史的価値があるかどうかというのは、その時点で判断しないと。当初は

やはり永年保存として保存しておくというような形になるかと思います。  

冨田昭市議員  福崎町には古くから伝わる大庄屋三木家がありまして、改修工事も終わりまし

て、古い資料等もたくさん出たんではないかなと思いますけども、このたびの

改修工事で資料の廃棄はされたのでしょうか。  

社会教育課長  三木家でございますが、今年度、一部蔵の中の資料を整理しております。工事

に伴いまして、廃棄したようなことはございません。  

冨田昭市議員  三木家は兵庫県の指定重要有形文化財になってるんですね。それでまあ、そう

いう資料等の廃棄については、多分これ県知事か何かの許可が要るんではない

かなというふうに思いますけども、このたびはその廃棄はしていないというこ

とで、問題はないんですけども、もし廃棄する場合には、そういうふうな方法

をとるんでしょうか。  

町    長  今、質問されておる議員の観点から言いますと、福崎町はそういう歴史的な分

野につきましては町史といったようなものをつくっております。町史の分野に

つきましては、歴史を述べるのとともに資料も資料編として発行しております。

それら等を含めた形の中で保存はきちっとできておるという形になっておりま

す。 

冨田昭市議員  福崎町の資料に転記して、全部それが記されているというふうなご理解でよろ

しいんですね。  

町    長  重要な分について、それら等の町史に編さんをされておるという事がらでござ

いまして、福崎町町史始まって以来、ずっとその文書があるかといえば、そう

いうものではございません。総務課長が言いましたように、歴史的価値のある、

高い文書等から含めた形の中で、そういったように年代別に資料編として発刊

されたものでございます。  

冨田昭市議員  資料については、今後もいろんな資料の作成もするわけでございますけども、

いずれも大切な資料だというふうに私は考えております、行政の書類は。そし

て、管理と取り扱いには、十分に気をつけていただくことをお願いを申し上げ

まして、私の一般質問を終わります。以上です。  

議    長  以上で、冨田議員の一般質問を終わります。  

       次、４番目の質問者は、石野議員であります。  
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       質問の項目は  

       １、公図の起点について  

       ２、役場駐車場について  

       ３、農業施設について  

       ４、入札・公契約条例について  

       ５、観光について  

       ６、市川の雑木の処理について  

       以上、石野議員。  

石野光市議員  通告順に従い、一般質問をさせていただきます。  

       １点目は、公図の起点の保存、管理についてであります。  

       当町では、公図が作成されておりますが、公図の起点と呼ばれるものが、現地、

現場で不明になっている例があり、せっかく公図があるのだが、最寄りの起点

が不明の場合、土地取引等や紛争の解決のために多額の測量の費用が必要とな

るケースもあると聞くのでありますが、現況はいかがでしょうか。  

農林振興課長  町内の地籍図基準点については、申し出によりましてデータを配布しておりま

す。道路上のものは舗装工事等で撤去して復元は行われておりませんので、

時々近くに基準点が見つからなかったということで、もう少し広い範囲でデー

タを配すこともあります。  

       土地取引等につきましては、現地の測量を伴わない場合もございますし、公共

基準点が見つからない場合は、位置の変更がないとされる地形地物などから任

意座標にて分筆も行われておりまして、基準点の紛失が原因で測量費が高額と

なって、それがひいては土地取引に支障を来しているというところまでは考え

ておりません。  

石野光市議員  最近、宅地建物取引の、何て言うんですかね、資格の方とお話をしたこともあ

るんですけれども、姫路市などでは境界について関係者の立ち会いでくい打ち

などで確定をすることが可能であるけれども、福崎町では公図があるので、そ

うした関係者の立ち会いということでくい打ちは正しくないと、優先するのは

公図であるというふうなことから、公図に示された基準点、起点をどうしても

確定する、あるいは周辺になければ離れたところからでも探し出して、そこか

らはかっていくと、しかしそうすると、誤差が生じやすいというふうなことで、

現況その現場で現存している、そうした起点というものについては、やはりぜ

ひ保存されていくようにされるべきだというふうには思うのですが、こうした

ことについてはいかがでしょうか。  

農林振興課長  基本の三角点とかいうような基準点につきましては、町内に３５カ所ありまし

て、そのほか地籍の図根三角点につきましては、２５４カ所あることになって

ますけれども、近年の確認は行っておりません。そのほか、地籍図根多角点に

つきましては、町内には７，４００カ所あるということになっていまして、こ

れら全てを保存管理することは困難と考えております。  

       今後のことなんですけれども、現在は山林の地籍調査を実施しておりまして、

平地部に移るのは山林の部分の地籍調査が終わってから再調査になるというふ

うに考えております。  

石野光市議員  ということは、いわゆるその公図について、現在あるけれども、山林の調査を

行った後に、平地についてもまたそうした測量を行っていくということなので

しょうか。  

農林振興課長  必要であれば、そういう形になると思っておりますけれども、今現在その計画

まではございません。  
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石野光市議員  できることならば、現存している起点というものについては保存管理がされて

いけば、やはりそのことが大きな利益、住民にとっても関係者、そうしたとき

の不利益につながらないというふうに考えるんですが、そうしたことについて

の考え方はいかがでしょうか。  

農林振興課長  基本的な基本三角点とか、そういったものについては一定の保存が必要という

ふうには思っておりますけれども、７，４００カ所ある図根多角点まできっち

り管理するということは困難と考えております。  

石野光市議員  先ほどその３０カ所という数字と２７４カ所という数字が示されました。この

町内でこの二つについては、きちんと管理されているんでしょうか。  

農林振興課長  地籍図根三角点の２５４カ所についても、近年確認は、先ほど答えましたよう

に行っておりません。  

石野光市議員  確実に管理というのか、間違いなくあると言えるのは３０カ所ということにな

るんでしょうか。  

農林振興課長  町内にあるのは３５カ所、それから、国土地理院に基準点の成果の閲覧サービ

スというものがあるんですけども、そこに図根の三角点６カ所だけ届け出して

いる部分があります。  

石野光市議員  そういたしますと、３５カ所と、国土地理院との関係で６カ所別にあって、合

計４１カ所については起点としての性格のあるものがきちんと管理をされてる

ということでよろしいんでしょうか。  

農林振興課長  そういうふうに考えております。  

石野光市議員  身近に起点というものがその測量の際には設けられて、その後不明になってい

る例もあるのは間違いのないことのようであります。現存しているものについ

ては、極力住民の皆さんの協力なども得て、継続して管理がされていくことが

望ましいと思うのですが、こうしたことについてはいかがでしょうか。  

農林振興課長  基準点の管理を地域の皆さんにお願いするのは、それは無理というふうに考え

ております。  

石野光市議員  それこそ住民の善意によるしかないというような、関係者のそうした心がけが

あれば残っていくけれども、それを期待するというのか、要請するということ

は難しいということでよろしいんでしょうか。  

農林振興課長  地域の住民の方に基準点を保存していただくということまで期待するのは難し

いと思っております。  

石野光市議員  測量の際に置かれた基準点、基点ということでありますから、保存がしにくい

ところに置かれた例もあるかとは思います。本当に公図があるから基点を求め

なければならないというふうな話も聞くわけでありますが、そうした起点が不

明になってしまうということが避けられないということのようでもあります。

今、回答のありました３５カ所と６カ所についてはきちんと管理はされている

ということは今お伺いいたしました。ここからの測量が必要になる場合もある

ということのようであります。よろしいですかね、このことで。  

農林振興課長  その７，４００カ所ある図根多角点も全てなくなってるわけじゃございません。

ですから、現地で基準点がどこにあるかというのが地籍図上もはっきりしてお

りますので、その地籍図で現地を探していただいて、その基準点が合っておれ

ば、そこから測量していただきたいというふうに考えております。  

石野光市議員  ３５カ所と６カ所と２５４カ所という数字があると、７，４００カ所について

は管理はできていないけれども、現存している部分もあるかもしれないという

ことのようであります。公図から逆に基点を求めることも可能であるという考

え方もお示しをいただいたところであります。  
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       こうした問題については、いろいろと見解の相違というようなことが生じがち

な面があって、実際の土地取引や紛争の際に、本当にその正確に起点を求める

べきだという主張がなされたりして、なかなか物事が円滑に進みにくい例もあ

るということであります。  

       大切な基点でありますけれども、なかなか日常の生活の中で失われてもやむを

得ないという部分もあってもやむを得ないということのようであります。  

       現存している、そうした大切な基準点については、町が管理している部分につ

いては、継続して管理をされていくものと思います。とにかく現況がそういう

ことであるということは、今お尋ねをして回答をいただきました。  

       続いて、役場駐車場について、お尋ねをいたします。  

       特に出席者の多い民生児童委員の会議の際には、駐車場不足が懸念されますが、

ふだんから役場駐車場は駐車スペースに余裕がありません。おもてなしという

面でも、例えば期日前投票や消防の待機、出動等、また、急を要する連絡等の

受け入れなどの際にも備えて、常に一定の空きスペースの確保はされるべきと

考えますが、いかがでしょうか。  

総 務 課 長 官公庁の駐車場についてですが、神河町とか加西市のように、あれだけの敷

地の中で余裕のある駐車場を見れば非常にうらやましくも思うわけですが、既

に福崎町役場周辺にはもう空き地もございません。敷地は限られております。

議員の言われるように常に一定の空きスペースを確保することは理想かもしれ

ませんが、限られたスペースの中で対応せざるを得ないのが現状でございます。  

石野光市議員  昨日の夕方もやはり駐車場のスペースがほとんどないという形で、庁舎の北側

のところに数台駐車をされているというふうな例もままあるわけであります。  

       駐車場用地として昨年まで借りられていた土地の復活の見込みはいかがでしょ

うか。  

総 務 課 長  昨年の更新時期には数回となく土地の持ち主にお願いをいたしました。残念な

がら契約の更新には至りませんでした。その後、今見ますと、貸し駐車場に整

備をされておりますが、現状を見ますと、誰も利用されていないというのが現

状でございます。現在はその分でマイカー利用職員の３分の１をマツダ自動車

北側の土地の町有地に駐車してもらっておりますので、現状ではその土地の持

ち主には直接声をかける必要がありませんので、今は連絡をしていない状況で

ございますので、貸していただけるか、売っていただけるかなどはわからない

というふうな状況です。  

石野光市議員  いわゆるマツダの向かいで取得した用地については、本来役場職員の駐車用地

という性格から取得したものでもないということであります。地域振興という

観点からの性格でありますから、役場の周辺に駐車場用地を数カ所に分散して

でも確保することについての検討はいかがでしょうか。  

総 務 課 長  周辺の駐車場ということになれば、来庁者に利用していただくことはできませ

ん。職員の駐車場とすることになるかと思いますが、ただそれにしましても、

なかなか適当な場所がないというのが現状でございます。  

石野光市議員  そうなりますと、やはり現用の駐車場の立体化についての検討というものも求

められるのではないかと思うのですが、このことについてはいかがでしょうか。  

総 務 課 長  議員が言われましたように、マツダ自動車の北側の土地も、辻川界隈の観光駐

車場として今後整備をする予定となっております。職員駐車場については考え

ていかなければなりません。今言われました立体の駐車場や、ほかにもいただ

いた提案等も含め、検討はしていかなければならないというふうには思ってお

ります。  
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石野光市議員  いわゆるマツダの向かいの駐車場についての整備も日程に上がってこようかと

思います。そうした機会に並行して役場の駐車場としての一定の駐車台数を確

保する方向での準備を進めていただきたいというふうに要請するものでありま

す。 

       農業施策についてお尋ねをいたします。  

       来年度から国の農業施策として、米の生産調整の廃止と現行の１０アール当た

り７，５００円の米の直接支払交付金、いわゆる農家戸別所得補償が廃止をさ

れ、これにかわる新たな施策も示されていないようであります。農地の有効活

用が叫ばれておりますが、耕作を続けたいけれども、農機具等の買いかえ等の

費用を回収できないという事態が既に生まれているようでありますが、こうし

た状況がより一層深刻なものとなると思われます。水害対策としての防災の機

能や環境保全、食の安全や地域の活力を維持するためにも、農業を続けられる

よう、支援策が強く求められていると考えるものであります。  

       規模拡大とともに個別の農家の省力化と経済性の対策も肝要であると考えます。

以前にも草刈りを効率よく行えるフレールモアの貸し出しについても、トラク

ターのタイプによって合わない例もあるが、貸し出しは可能であるということ

を聞いておりましたが、現況はいかがでしょうか。主要なメーカーのトラクタ

ーに対応できるような体制はいかがでしょうか。  

農林振興課長  フレールモア等の貸し出しにつきましては、以前は営農対策事業の中で行って

おりましたけれども、平成２３年に機器の売却等を行って廃止しております。

当時、機器の経年劣化に加えまして、使用中の破損、そういったものも頻発し

まして、毎年の修繕費が大きくて廃止したというふうに聞いております。  

石野光市議員  やはり、耕作を中断されて年数がたつと、大変、草の繁茂の問題、また地面が

大変かたくなるというような問題も起こって、そうしたトラブルにつながるよ

うであります。フレールモアで刈ると、手刈りの草刈り機を使っての草刈りよ

りもきれいに仕上がったり、省力化という点で大変有利であるというふうなこ

とも思います。町内でもフレールモアを購入されて、そうした作業をされてい

る方も出てきているようであります。やはりそうした方が、やはり自分の田ん

ぼ以外にも、その費用回収のためにも、幾らか作業をしてもいいという方もあ

るようであります。本当に町内でそうした方が活躍できる場もますますこれか

らふえてくるのかなとも思ったりもいたします。  

       町として、そういうトラブルがあるからもう廃止をしているということを聞い

て、物事には常に全て長短あるわけでありますが、紹介なり、そういうあっせ

んについてはＪＡのほうでされるでしょうけれども、さまざまな手法なりにつ

いて、ご紹介はされたらいいというふうにも思います。  

       さらに、米、麦、もち麦、野菜等の作付の上でも有利になるといわれる乾田化

対策としての弾丸暗渠のための器具の紹介や貸し出しは、以前お尋ねしたこと

もありますが、具体的に進んでいるでしょうか。  

農林振興課長  機器の貸し出しについては想定しておりませんけれども、各営農組合や認定農

業者において、農業機械を持ち込んでの作業委託を検討しております。  

       今年度もち麦の刈り取りにつきましては、天候等によりまして、収穫の期間が

非常に短かったために、実際に営農組合が他の農業者の圃場に入って刈り取り

作業も行っております。この作業をもとに、ＪＡの助言をいただきながら、他

の作業についても委託の仕組みを検討しているところで、平成２９年度中に構

築して、３０年の春作業には利用できるように進めたいと考えております。  

石野光市議員  弾丸暗渠というものとともに、トラクターに取りつけて水はけをよくするとい
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うサブソイラというものを使う手法もあるようですが、いずれにいたしまして

も、大型のトラクターが湿田で、刈り取り作業中に動けなくなるというような

事態がままあるようであります。本当にそのあわや動けなくなるというふうな

例も含めて、こうしたことが起きないよう、乾田化の推奨と支援としての啓発

や手引きは本当に近年特に重要と思いますが、いかがでしょうか。トラクター

の大型化という問題もあるわけであります。  

       実際にこれは刈り取りした後、いわゆる獣害対策としても、刈り取った後に天

地返しを行って、さらにその湿田対策も行うということが望ましいようであり

ますが、いかがでしょうか。  

農林振興課長  暗渠排水を設置するような作業におきましては、お互いに圃場の状況や改善後

の使用方法などを相談して実施していただけますように周知に努めていきます。  

石野光市議員  貸し出しではなくて委託作業という方向での支援という方向をお聞きをいたし

ております。最新の知見というんでしょうか、技術が進んでおりますので、さ

まざまな角度から有効な方法についても研究検討をいただきたいというふうに

思います。  

       弾丸暗渠よりも、より効率よく乾田化が可能であるというふうな方法をいろい

ろ模索された中で、新たな技術、手法も採用されている例があるようでありま

すので、よろしくお願いいたします。  

       続いて、入札・公契約条例について、お尋ねをいたします。  

       本日、前川議員からもお尋ねがあったところであります。特に、近年、官製ワ

ーキングプアをなくさなければならないという機運が高まっております。歩切

りの廃止による予定価格の適正な設定についてという国道交通省の文書で、歩

切りは違法行為であるとしています。公共工事の品質確保の促進に関する法律

の改正案が平成２６年６月４日可決成立し、法改正により、いわゆる歩切りと

呼ばれる設計価格からの予定価格の切り下げは原則法律違反であることが明確

になりました。設計価格からの予定価格の切り下げについて、その差額は合理

性のある微少な例に限るとされています。建設労働者の待遇改善を図り、後継

者を確保するためにも、公共事業での入札での低価格競争を排除しなければな

らないということで、衆参両院ともに全会一致でこの改正法案が可決成立した

というものであります。  

       これを受けて、この法の趣旨が生かされるよう、全国的に公契約条例を制定す

る動きが広がっているようであります。これは単に過当な低価格競争を排除す

るということでなく、だけでなく、実効的に建設労働者の待遇改善を目指すと

いう趣旨のものであるようであります。加西市では、平成２７年４月１日施行

で公契約条例が制定されているようであり、その後の状況なども研究し、検討

することについての考え方はいかがでしょうか。  

企画財政課長  このたびの石野議員の質問により勉強させていただきました。福崎町におきま

しては、建設工事請負契約書に法令の遵守義務を規定するとともに、入札のし

おりにおきまして、下請契約において、契約当事者間の信頼関係を損なうよう

な行為を行わないよう要請をしているところであります。  

       公契約条例において見られます労働者の賃金等の労働条件の最低基準を定める

労働状況条項につきましては、適正な労働条件を確保しようとするものであり

ますが、そもそも最低賃金法など、労働関係法令の遵守につきましては、法令

遵守事項でありますので、改めて公契約条例の制定は今のところ考えておりま

せん。研究はしていきたいと思っております。  

石野光市議員  経済の原則として、価格というものが継続的な再生産に要する費用の総額であ
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るということが基本原則というふうにもいわれております。しかしこれが、切

り下げられていきますと、継続的な再生産ということが不可能になってしまう

というわけであります。法令の遵守ということでありまして、そのことについ

てのチェックが町として公契約条例というものはそうしたことについても、業

者との間できちんとそれがお互いにチェックをし合うという性格を持っている

ようであります。京都市でも、昨年１１月に新たに公契約条例を制定されたと

いう動きも見聞するところでありまして、やはり最新のそうした動きについて

も十分研究されたらというふうにも思うところであります。  

       そして、庁舎の清掃業務など保守管理にかかわる業種でも、過当な低価格競争

が進んだ例が全国的に多発したということもいわれております。こうした傾向

に歯どめをかけるための手だてについての考え方はいかがでしょうか。  

会 計 管 理 者  福崎町では各施設の清掃業務、また消防設備点検、害虫駆除などの業務委託に

つきましては、事務の省力化や契約の公正性の確保及びコストの削減の観点か

ら、一括で見積もり合わせを行っております。町における物品や役務の調達は、

その財源が税金によって賄われておりますので、よりよいもので、より安いも

のを調達できることを出納室としては望んでおります。  

       今のところ当町におきましては、著しい低価格の受注により契約の履行が十分

に確保されないという事例は確認できておりませんけれども、今後とも入札や

契約制度を適切の活用した発注や的確な入札参加資格等の設定や仕様書の作成、

また、受注者の不利益にならないように適正な予定価格の設定によって入札の

執行に努めてまいりたいと思います。  

石野光市議員  以前は随分と最小限の経費で最大の効果ということがスローガンのようにして

言われておった時期がありました。今は、こうした動きにあるように、継続し

て事業者が、雇用を継続して、企業として成り立っていくということのために

も、過当競争をやはり排除していくということを公契約、いわゆる公的な機関

が業者との契約を行う際に十分配慮しなければならない問題としてのこの適正

な価格での契約を結ぶということを、今、国としても推奨しているということ

であります。  

       こうした動きについて、やはりしっかりと対応した改善が図られるよう、強く

要請するものであります。先進の他の自治体の例なども今後さらに研究、検討

いただきたいというふうに要望いたしておきます。  

       観光について、お尋ねいたします。  

       日光寺山の中腹にある休憩所、東屋付近の見晴らしが立木によってさえぎられ

ております。改善を望むものですが、いかがでしょうか。  

地域振興課長  北浦谷休憩所からの見晴らしを改善できないかと、関係課とも調整を行いまし

た。休憩所付近の登山道については、９月初旬に倒木の危険を解消するため、

数本の枯松を除去しているものの、広範囲にわたる景観改善については、危険

な箇所を優先して進めていることから、早期の対応は難しいと考えております。  

石野光市議員  風水害等によって立木が倒れかかる、傾くというふうなことも起こるかとは思

います。今後、そうした機会を捉えて、あわせて実現すればというふうに願う

ところであります。  

       続いて、前回質問をいたしました市川の八反田付近の中州の雑木の撤去につい

て、お尋ねいたします。  

       従来から市川本流の香福橋以北での水の滞留とともに、水位の上昇が市川町の

鶴居まで起こった例や、バックウオーター現象と呼ばれる、支流にまで、その

水位の上昇が及ぶと、福崎町では七種川の水位の上昇ということも以前にあっ
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たところでありますが、こうした支流の水位の上昇をも助長するという問題に

ついても指摘をし、その改善のために、この中州の雑木の撤去を求めてまいり

ました。以前に、雑木の撤去を行ったいただいたことが数年前にありました。

今また、ひどかったときのようになってしまっているということで、多くの方

からこの問題の改善の要望をお聞きいたしているところであります。  

       今夏は八反田での村の中でイノシシ、シカが出現するということが起こったと、

その後、猟友会の皆様のご活躍で、イノシシの捕獲に成功したというお話も聞

いております。しかし、こうした状況が続けば、継続してこうした問題は引き

続き起こってくるというふうにも考えるところであります。前回質問以後の状

況、今後の見通しについてはいかがでしょうか。  

まちづくり課長 県のほうに雑木処理をお願いしたわけでございますけれども、予算不足等から

早急な対応は困難と聞いております。６月議会でもお答えをいたしましたけれ

ども、伐採後の雑木の処理費が非常に高くつくということでございますので、

例えば、地元のボランティアで、くれさかクリーンセンターまでの搬出・運搬

を手伝うなどの検討をお願いしたいということでございます。  

       なお、市川の河川美化事業につきましては、県から２分の１の委託料をいただ

きまして、６００万円の予算で行っております。先日の入札で業者も決定して

おりまして、例年行っております七種川の清掃分を除きまして、その予算残を

活用して、可能な範囲内での対応はしたいと考えております。  

石野光市議員  ボランティアなり、具体的なそうした業務に当たっていただけるグループなり

個人なりを本当に町としてしっかり公募なり、声かけなり、いろいろと手だて

を尽くして、実際に早急にこのことが改善するように願うものであります。  

       本当に、今回の台風による市川の水位の上昇というものも、この香福橋以北で

起こったということであります。本当にこうしたことを重く受けとめて、早急

な改善が図られるよう、改めて要望をするところであります。  

       これで私の一般質問を終わります。  

議    長  以上で、石野議員の一般質問を終わります。  

       次、５番目の質問者は、小林議員でありますけれども、暫時休憩させていただ

きまして、再開は１３時からとさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。  

◇ 

休憩 午前１１時５７分  

再開 午後 １時００分  

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思います。  

       次、５番目の質問者は、小林議員であります。  

       質問の項目は  

       １、防災について  

       ２、教育について  

       ３、国保・介護保険について  

       ４、鳥獣被害等の対策について  

       ５、農業問題について  

       ６、観光行政について  

       以上、小林議員。  

小林 博議員  １１番、小林でございます。  

       防災対策についてから、質問をさせていただきます。  
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       今回も特に水害対策を中心にしながらお聞きをしたいと思うわけであります。

特に８月１８日の集中豪雨を見て感じましたので、こうした質問をさせていた

だきました。さらに、台風１８号の状況も見聞をいたしまして、その感を強く

いたしております。治山治水事業の役割を高く評価をしておりますし、現在各

所で工事をしていただいておることに感謝をしながら、質問をするわけでござ

います。工事中や後の安全の確保を図ってほしいという、そういう思いでござ

います。  

       最初に、砂防ダムやため池、調整池、河川などの降雨量想定はどのようになっ

ておるのでしょうか。何度もお聞きをして恐縮でありますが、大雨のときの状

況を見るにつけ、素人ながら危険を感じ、心配を常にするものでございます。

今や想定外という言葉は認められないというふうに思うわけでございます。  

       ８月１８日は３時間で５８ミリ、台風１８号は２４時間で１４４ミリ、１時間

６１ミリという、そういう記録でございますが、そういうふうな上に立って、

お聞きをいたしておりますので、よろしくお願いをいたします。  

まちづくり課長 まず、砂防堰堤でございます。砂防ダムは土石流や流木をしっかり受けとめ

まして、下流に被害が出るのを防ぐために設置をされております。堰堤の設計

につきましては、その地形に見合う計画流出土砂量を算定いたしまして、その

土砂量以上のあきのポケットを確保できる高さとして設計をいたします。  

       降雨の想定でございますが、これは１００年の確率で、１日に３１９ミリの雨

が降った場合でも対応できるような施設ということで設計をしているものでご

ざいます。  

       次に、調整池でございますが、これはピーク時の洪水抑制を図るためにつくっ

ております。その設計については、調整池の集水域に係る許容の放水量、放流

量を算定した後に、下流水路の大きさに見合うオリフィスと呼ばれる開口部で

ございますが、この断面の決定を行います。一般に土砂の堆積などによりまし

て、通水の断面の縮小が起きますので、その断面に対しまして２０％余裕を見

た大きさで設計をいたします。  

       もう一点は雨水の排水路、一般河川でございますが、これにつきましては１０

年に１度の大雨の量を通水できる断面で設計をしております。  

農林振興課長  改修しましたため池の洪水吐けの降雨想定ですけれども、２００年に１度の確

率でありまして、１時間当たり７４ミリという設計になっております。  

小林 博議員  それをお聞きをいたしますと、なるほど今までの雨で調整池やあるいはため池

等、工事後の問題についてはそんなに大きな問題が起きなかったのかなという

思いがいたしておりますが、何せ最近の雨の降り方は異常な状態がございます

ので、その点について今後とも注意を払いながら進めていただきたいというふ

うに思います。  

       次に、工事中とその後の安全対策ということでございます。特にこの今回の８

月の雨でも、工事中のところから問題が発生いたしております。それだけに工

事中の対応についてしっかりとやってほしいと、安全対策をやってほしいと思

うわけでございます。  

       最初にイマ谷池下流水路についてでございます。完成の計画がどうなっている

のか、あるいは工事中の水害防止対策がどうなっているのかについて、お聞か

せいただきたいと思います。  

まちづくり課長 イマ谷の下流水路でございますが、町の整備区間の残りは８９．２メートルご

ざいますが、これにつきまして施工業者も決定いたしまして、平成３０年１月

３１日までの工期で工事を進めております。県が施行する福岡川の砂防堰堤の
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下流排水路でございますが、これは一部暫定の水路、予算の都合で土水路の部

分になる可能性はございますけれども、平成３０年度末には昨年度整備をしま

した下流水路につながる見込みとなっております。  

       また、工事中の水害の防止対策ということでございますけれども、工事中のイ

マ谷池の下流水路でございますが、水害の防止対策といたしまして、過去に越

水をしていたところ、ここの水路を約４．４メートル開けることによりまして、

地元に説明をした上で対策をしておりました。  

       また、２８年度に整備をした水路の末端部分でございますが、ここは素掘りの

水路で既設水路とつないでおりましたが、８月１８日の豪雨であふれまして、

床下浸水が２件発生しております。  

       今回、８月３０日の入札で施工業者も決まっておりますので、今回の台風１８

号では水路の泥上げや土のう積みなどの対策を指示いたしまして、越水はいた

しておりますけれども、８月１８日と同じ箇所での浸水は免れておるところで

ございます。  

小林 博議員  状況は水が流れておるときに見ておりますので、よく確認をしておるわけでご

ざいます。そんな面で、今後ともいつ集中豪雨があるかもしれませんので、安

全対策を見ながら進めていただきたいというふうに思うわけでございます。県

の分も含めて、早期にこれが完成できるように、求めておきたいと思います。  

       また、８月の豪雨でこの上部に山崩れの兆しが見られ、住民の方々が心配をさ

れております。その現況確認と対策はどうなるのでしょうか。  

まちづくり課長 福田区の山崩れの箇所は把握をしておりますが、福岡川の砂防堰堤の流域とな

ります。先日、県のほうも砂防堰堤工事の入札を実施しておりまして、この工

事が完成しますと、万が一山の崩壊が起きても土砂は防げると考えております。  

小林 博議員  砂防堰堤ができるまでの間の問題もありますので、今後とも注意を払って、見

ておいていただきたいというふうに思います。現場は上まで確認をされたんで

しょうか。  

まちづくり課長 ちょっと私は行っておりませんけれども、技監また農林振興課長が山へ登って

おります。  

小林 博議員  現場もよく確認をされておるということでありますので、早期にそれらが完成

するように求めておきたいと思います。  

       次に、砂防ダムやため池の関係でございます。これらがいったん決壊をすれば、

下流にまで、町の中まで大きな影響を及ぼすということは明らかでございます。  

       そんな意味から県営、町営と問わず、現在工事中のものも含めて、立っておる

整備計画を改めて示していただきたいと思います。  

まちづくり課長 まず、砂防ダムについてでございます。田口谷川の砂防堰堤工事は現在施工中

でございまして、事業期間につきましては、平成２５年度から平成３０年度と

なっております。福岡川の砂防堰堤工事につきましては、２９年９月に契約予

定でございまして、事業期間は２５年から３０年度となっております。この福

岡川の排水路の工事でございますが、これも９月契約予定でございます。事業

期間は平成２５年から３０年度となっております。あと、福田川の砂防堰堤工

事につきましては、現在施工中でございまして、事業期間は平成２５年から３

０年度でございます。田口の砂防工事でございますが、事業期間は平成２７年

から平成３１年で、現在砂防指定の申請をしております。平成３０年度に堰堤

工事の発注を予定しております。  

農林振興課長  農林関係です。治山ダムにつきましては、森本地区で平成２８年度から、１期

目の工事ができまして、今年度は２期目で９月２０日入札予定というふうに聞
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いておりました。ため池につきましては、桜上池が平成２８年から平成３１年

にかけて、亀坪奥池が平成２８年度から今年度、平成２９年度にかけて、三谷

池が平成３０年から３４年度にかけて、工事をする予定となっております。  

小林 博議員  わかりました。それらが計画的に進んでいくように求めておきたいというふう

に思います。  

       さらにこの砂防ダムやあるいは池も含めてですが、工事中の災害防止対策であ

ります。今お聞きをいたしますと、複数の年度にわたるものが多いようでござ

います。したがって、工事期間中の災害防止対策も、具体的にそれぞれの箇所

でとっておいていただきたいと思うのであります。今回の８月の現場を見る限

り、その対応が十分とは思えないというのであります。田口に谷川砂防工事、

あるいは福田川の砂防工事等を見るにつけ、そういう感がいたしております。  

       そんな意味で、これらの対応策については、どんなふうになっていくのか、答

弁をお願いいたします。 

まちづくり課長 県の施工事業が多いわけでございますけれども、工事中の安全対策といたしま

しては、施工計画に基づきまして、安全管理を行っております。また、日々の

現場管理、現地のパトロール等を実施しているわけでございますが、台風のよ

うにある程度予測ができ、準備の時間がある場合はいいんですけれども、ゲリ

ラ豪雨の対応については、かなり難しい面がございます。  

小林 博議員  先ほど言いましたように複数の年度にわたる工事でもあります。したがって、

工事期間中の排水路についても、十分な対策を考えるべきではないかというふ

うに思うのでありますが、その点についてはどうでしょうか。先ほど言いまし

たようにスポーツ公園の上、福田川砂防工事、それから金剛城寺のところの田

口谷川の砂防工事等を見るにつけ、今回の台風でもそんなふうに思ったところ

でございます。改めて、それらの点について、工事期間中の排水路について、

十分な対応をするように求めていただきたいのですが、いかがでしょうか。  

まちづくり課長 スポーツ公園横の福田川の砂防堰堤工事の現場では、８月１８日の状況を踏ま

えまして、台風１８号では水路の泥上げや土のうの設置によりまして、グラウ

ンドへ土砂が流入する件は防げました。確かに工事期間中の災害防止対策は重

要なことでございますけれども、これらの工事は災害を防ぐための工事である

ということにもご配慮いただきたいと思います。  

小林 博議員  それにも我慢できる度合いというものがあります。家屋やあるいはそれぞれの

建物、建造物その他の財産に被害を大きく与えるというふうな状況は避けなけ

ればならないというふうに思うわけでございます。それらの点については、十

分な配慮を求めていきたいというふうに思うんです。  

       それから、工事後の問題についても、後片づけが十分でないと思われ、豪雨時

に石が流れ落ちるなどの問題も起こっておるところでありますが、こうした工

事期間中あるいは工事後の後片づけについても、十分に気を配って改善すべき

だと思うのですが、どうでしょうか。  

まちづくり課長 議員がおっしゃっておりますのは田口字西谷の治山ダムのことかと思いますけ

れども、これは平成２３年度に施工された田口字西谷の治山事業でございます

が、現地には治山ダムが新たにつくられております。現地のほうも私ども確認

いたしましたけれども、堰堤には土砂がほとんどたまっておらない状況でござ

います。恐らく仮設道路や山側の石が既存の三方コンクリートでできておりま

す水路がございますが、そちらのほうに落ちまして、流され、大きな音を立て

ながらながら転がったものと思われます。現在は下流水路内の倒木やがれきも

なく、危険性はないと考えております。  



－29－ 

小林 博議員  私も現場は確認いたしましたけれど、まだまだそうした石やらコンクリート片

が流れ落ちるという状況があるわけであります。写真も持っておりますけれど

も、持ってきておりませんけれど、写真も見せたらよかったのかもしれません

ね。そういうところで、ぜひこれらの点についても改善できるところは改善を

してほしいというふうに思うんです。課長もうこれで辛抱せえというふうな、

そういう答弁はいかがかと思うんですが、私も住民の皆さんから声を聞き、現

場にも足を運んで、山の中登って、その上で質問しておるわけですから、それ

はちょっと、答弁としては余りにもそっけないのではないかと思うんですが、

いかがですか。  

まちづくり課長 私どももそういう災害を防ぎたい、それから、災害が起きてはいけないという

思いで仕事をしておりますので、答弁は適切でなかったかもしれませんけれど

も、前向きに進めたいと考えております。  

小林 博議員  ぜひ、前向きに進めていっていただきたいというふうに思います。今言いまし

た、最後のところは具体的な事例でありますけれど、それらを今から改善でき

るところは改善していただき、今後に続く工事にそれらを生かしていただくと

いう立場で質問をしておりますので、よろしくお願いをいたします。  

       次に、七種川など集中豪雨被害について、被害状況と復旧への計画について、

お伺いをいたしますが、これは他の議員の一般質問にもありましたので、総括

的にで結構ですけれど、ご答弁をお願いいたします。  

まちづくり課長 ８月１８日の河川は２カ所でございます。これは県の対応となります。また、

道路につきましては、緊急性がございましたので、２カ所崩れたところがござ

いましたが、どちらも対応済みでございます。  

農林振興課長  農林関係の被害を受けています水路、里道、ため池等につきましては、それぞ

れ町単土地改良事業とか、ため池改修事業等、できるだけ地元にも有利な工法

で直していくというように考えております。  

小林 博議員  ぜひ、これらが早急に復旧するように求めたいというふうに思います。これら

が復旧事業から残されるというふうな部分はないんでしょうね。被害のあった

ところ。  

まちづくり課長 県の河川につきましては、七種川、これは板坂集落排水処理場の対面でござい

ますけれども、災害にかけて修繕を行う。また、三谷川につきましては、町、

県の単独事業で、対応すべく調整をされておると聞いております。  

農林振興課長  一部山の崩壊につきましては、手をつけないところもある可能性はございます。  

小林 博議員  山の崩壊の場所というのは、手のつけられないところもあるというふうなこと

のようですけれど、特に道路などがあったり、山や農地、池などの管理などに

必要なところ、そういうものについては残されることはありませんか。  

農林振興課長  道路とか水路とかに影響ある部分につきましては、改修していきます。  

小林 博議員  それから、危険箇所の対策について、お伺いをいたします。  

       七種川を初め、その流域一帯では、危険と思われる箇所が常にあるわけですが、

それらの対応はどのようにされておるんでしょうか。  

まちづくり課長 危険箇所対策といたしまして、今回のような集中豪雨や台風が来ますと、まち

づくり課におきましては、２名ずつ３班の編制を行いまして、過去に災害が起

きた危険と認識している箇所、例えばですが、県の施工中の工事現場でありま

すとか、過去に溢水したり崩壊、落石したところなどの箇所、３４カ所確認を

行っておるところでございます。  

       また、新たに浸水をしたり、崩れた箇所も点検箇所に随時追加をしておるとこ

ろでございます。  
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小林 博議員  それらの確認をぜひ強めていただいて、今後とも必要な箇所があればそれも加

えていくということで、求めておきたいと思います。  

       それから、増水時に住民に対して避難準備など、そういったことが放送される

わけですが、これは市川の水位を基準として放送をされております。これも神

崎橋のところにある水位計でやられておると思うのですが、市川だけでなく、

七種川やその他水路、用水路等、溢水の危険性が増しておる、あるいは、決壊

の危険性が増しておるという場合も非常に多いわけですね。特に８月の場合は、

市川よりも七種川のほうの増水が非常に大きかったように思います。  

       そんな意味で、そういったところの危険性を住民にその都度周知をするという、

そういう方法をぜひ講じていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。  

住民生活課長  市川と同様七種川におきましても、氾濫の危険性がある場合につきましては、

町から住民の方に知らせていくということにはなりますが、小さな水路とか局

所的な部分になりますと、こちらにつきましてはなかなか難しい部分もござい

ますので、該当の自治会等で行っていただきたいなというふうには考えており

ます。  

小林 博議員  長野橋のところとか、それから平田川の、余田のとこだったですかね、ああい

うところにはカメラが据えられておると思うんですけれど、それらはちゃんと

機能をしておるんでしょうか。  

住民生活課長  平田川等のところにつきましては、カメラはあるんですけど、伝送の速度、送

ってくる速度が遅いもので、少しその、見るのに、静止画像的な部分では見る

ことはできることになっております。  

小林 博議員  平田川がですか。  

住民生活課長  はい。  

小林 博議員  予算を組んだときは非常に期待をしたといいますか、させられたといいますか、

そういう状況だったわけですけど、それが今の答弁を聞きますと、ちょっとあ

んまりこの投資効果がなかったのかなというふうな感じがしないでもありませ

ん。ぜひ、これらが役立つものであれば、これらも役立てて、そして、このカ

メラで見て危険、これはと思えば、すぐ現場にも行くというふうなことも含め

て、使い方を考えてほしいというふうに思います。  

       そんな意味で、危険から住民を守っていくという、そういった立場で取り組み

をお願いしたいというふうに思うわけです。  

       次に、この防災問題のところで、最後の項目ですが、太陽光発電の問題につい

て、お聞きをしたいと思います。  

       最近テレビでも見たわけですが、九州では非常にこの大型の設備がふえていっ

て、非常に心配をされておると、それも外国系の企業がそういうものを設置を

しておるというふうなことでありました。そういう点での報道も見ておりまし

たら、最近、福崎町内でも大型の太陽光発電計画を耳にすることがありますが、

これらはどんなふうになっておるんでしょうか。防災、環境などからの対策は

どのようにとられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  

まちづくり課長 平成２９年４月１日から町のほうでは開発事業等調整条例を施行しまして、１，

０００平方メートルを超える太陽光発電施設につきましては、地元説明会の実

施などを義務づけているところでございます。  

       また県は、５，０００平方メートルを超える太陽光発電につきまして、主に四

つの点、一つ目は、太陽光への配慮や緑地の保全など景観上の基準、二つ目は、

地盤の安定や擁壁、法面の構造、そして、排水施設や調整池の設置など、防災

上の措置、三つ目は、主要な部分の耐久性、架台基礎の地盤への定着などの安
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全性の確保、四つ目としまして、施設を廃止した後における廃棄物などの措置、

こういったものを施設基準として定めまして、その条例を平成２９年７月１日

から施行をしております。これらの条例によりまして、防災、環境などの対策

を指導してまいります。  

小林 博議員  県のほうでは５，０００平方メートル以上、町は１，０００平方メートル以上

ということであります。これらに関して、最近耳にする大型の施設、矢口の方

面でありますとか、桜の方面でありますとかで大型の話を聞きますが、それら

はどのように具体化しておるのでしょうか。  

まちづくり課長 まだ町や県の条例に基づく正式な協議がないわけでございますが、私どもも地

元の区長様から情報としてそういった計画があると聞いておりますが、詳細に

ついては存じておりません。  

小林 博議員  かなり大型の施設のようでございます。環境、あるいは防災上、非常に問題が

起こる可能性も多いわけでありますので、しっかりとした対応をお願いしてお

きたいというふうに思います。  

       これらの施設を設置する場合、環境アセスメントなどは実施をされるんでしょ

うか。  

まちづくり課長 環境影響の評価法、法律でございますが、及び兵庫県の環境影響評価に関する

条例がございますが、この条例におきましても、太陽光発電施設につきまして

は、環境アセスメントの対象事業とはなっておりません。  

小林 博議員  環境アセスがやられないということになりますと、なおさらのこと、町や県の

対応ということが、責任がかかってくるというふうに思うわけです。ぜひ、そ

ういうしっかりとした立場で今後対応していただきたいというふうに思います。  

       次に、教育についてであります。  

       福崎町は教育施設整備に全体として長年にわたり計画的に整備を進められてき

たと認識をしております。今回の質問では、新設の設計や保守管理に問題が出

てきたときの対処についてお聞きをしたいと思うわけでございます。具体的に

もうお聞きをしますが、高岡小学校のプールは、以前から藻の発生があり、循

環装置などの問題もこの数年言われてきたわけでございます。それが、今シー

ズン前の対応に生かされるべきであったと思うのでありますが、計画どおりの

使用ができずに、早くプールを終わらなければならなかったというふうな状況

になったわけですが、なぜ、シーズン前の対応ができなかったのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。  

学校教育課長  高岡小学校プールの循環によるろ過装置につきましては、ろ過材であるろ過砂

の交換を平成２７年度に実施をいたしました。それによりまして、昨年度につ

きましては、改善した状態で、予定どおりの期間を水泳を行うことができたと

ころでございました。  

       今年度につきましては、総務文教常任委員会でも報告させていただいたところ

でございますが、プール開きに向けろ過装置の稼働、保守点検業務を実施した

際、そのときは問題がなかったのですが、それから約１週間後にろ過装置稼働

を行うと、プールの水量が減るということが発生をいたしました。それについ

て緊急の修繕を試みましたが、成功せず、プール利用時期が到来しましたので、

漏水の部分については給水で補うことで今シーズンのプール利用を行ったとこ

ろでございます。  

       結果といたしまして、８月４日まで予定しておりましたプールの利用が、７月

３１日で終了をいたしました。藻の発生につきましては、今年度かなり良好な

状態で推移をしておりまして、学校現場も喜んでおったところでございました
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が、７月の末、８月１日に急激にちょっと悪くなりまして、やむを得ず、４日

間短くなるという結果になったところでございます。  

小林 博議員  今お聞きをいたしましたが、それらがちゃんと十分に点検をされて、シーズン

前に改善をされておるべきではなかったか、なぜなら、もう過去何年もこのプ

ールは問題が発生をしてきたわけですからね。それで、強くそのことを思うわ

けでございます。起こってしまったわけで、今から日時は返りませんけれど、

今後の対応方をどのようにされるのか、来年のシーズンにはちゃんと間に合わ

せて、十分な対応ができるのか、使用ができるのか、お聞かせをいただきたい

と思います。  

町    長  そういう事がらでありますので、教育委員会のほうからは町長部局への要求を

強めてほしいといったような形で伝えております。当然、そういったような状

態度でありますので、子どもたちが楽しみにしております、こういうプールシ

ーズン等における分野につきましては、一生懸命、町長部局といたしましても、

教育施設につきましては配慮を加えていきたいと、このように思っております。  

小林 博議員  ぜひ、そのように求めておきたいと思います。  

       それから、高岡小学校の体育館につきましても、１８号台風の避難所になった

ようでありますが、雨漏りがあったというふうなこともお聞きをしております

ので、これらの対応も求めておきます。  

       次に、高岡幼児園が新設をされて数年になるわけですが、ここでは湿気が多く、

結露と思われる状態が発生をし続けていっており、滑って危険性もあるという

ふうなことであります。それらの原因がどういうことにあるのか、お聞かせを

いただきたいと思うのであります。  

       山を背負った土地の形状からして、設計段階で予測することはできなかったの

かどうか、八千種小学校の体育館でもそういう地下から水が湧いてくるという

先例もあったわけでありますけれど、そうした土地の形状に合わせた設計とい

うことがやられておればよかったのではないかと思うのですが、どうでしょう

か。 

学校教育課長  議員のおっしゃいますように、高岡幼児園の調理室に隣接する倉庫において結

露が発生することがございます。高岡幼児園の設計に当たりましては、床下に

湿気対策のシートを敷くなどの対応は行っているところでございます。床下の

空間につきましても、保育室や廊下などの園児が常時いる場所については、床

下の空間が確保されておりますが、このたび結露が発生している調理室とその

隣の倉庫については、床下の空間はとっておらないものでございます。これら

は園児や職員の常時生活スペースでないということから、一般的な設計として

おるものでございます。これにつきましては、コスト等の関係もございますが、

従前の建物関係等も把握した上での設計とはしておるものでございますので、

予測が甘かったという内容ではないと考えているところでございます。  

小林 博議員  もうこの程度は辛抱してもらいたいという、そういうことでしょうかね。もう

対応は、そういうのはもうとらないでおくということですか。  

学校教育課長  いえ、６月の時点でこのようなお話がございまして、現場での対応、また、専

門職員とも立ち会いをしております。その中で、現在のところ６月以降、結露

は発生してはおりませんが、やり方といたしまして、結露の場合、応急的にマ

ットを敷くことで転倒等を防ぐと、また、これまでは結露があると窓をあけて

結露を逃そうという考え方をしておりましたが、そうではなく、窓を閉めて空

調をかけることで除湿すると、それのほうが対応として早いというようなこと

なども話をしまして、そのような対応で行こうという考えをしております。  
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小林 博議員  日常生活に使わないとおっしゃいますけれど、それも倉庫であったり、調理室

関係の部分でありますと、日常の業務に必要なところであります。事故が起こ

ってしまえば、大変でありますので、その危険性の除去だけはしっかりと対応

していただきたいというふうに思います。  

       次に、部活の問題については、生徒や教員、保護者を含め、さまざまな意見が

あると思いますが、これについてはどのような方針で運営されておるのか、お

聞かせをいただきたいと思います。どのような、休みの状況についても、お聞

かせをいただきたいと思います。  

学校教育課長  部活動につきましては、生きる力を育む場の一つとの位置づけでございます。

具体的には、喜びと生きがいの場、体力の向上と健康の増進、豊かな人間性の

育成、明るく充実した家庭、学校生活、生涯にわたってスポーツ等に親しむた

めの資質育成と考えております。部活動の方針ということでありますが、学校

教育法施行規則が改正され、その中で部活動についても改正がございました。

それを受け、県教育委員会では、生徒のゆとりある生活と実りある運動部活動

の実施に向け、ノー部活動の取り組みを推奨しております。平日に最低週１日

以上は部活動を行わない、土日等の休業日については、最低月２回以上は部活

動を行わない、この２点でございまして、福崎町も県教委の要請を受けて、県

と同じ方向で実施をしているところでございます。  

       また、保護者の皆様、各学校の学校だより等で保護者にお知らせし、ご理解と

ご協力を得つつ、進めているところでございます。  

小林 博議員  いろいろ意見のあるところでありますので、ぜひ、所期のといいますか、部活

の目的に沿って、運営をされ、あるいは過重労働やその他の指摘もされており

ますので、それらの改悛も含めて考えていっていただきたいというふうに思い

ます。  

       次に、社会教育の分野ですが、スポーツ公園につきましては、テニスコートの

整備が計画をされておるところでありますが、スポーツ公園や図書館など、最

近スポーツ公園もその最初に質問をしました水害の関係があって、よく見回っ

ておるわけでありますが、植栽や樹木等が非常に大きくなって、非常にうっと

うしい、あるいはそれのおかげで湿り気も多いとか、さまざまな問題をお聞き

することがあります。そういう点で、こうしたものの管理、あるいはスポーツ

公園については、駐車場等の整備等も含めて、もう少し考えられないかという

意見も、利用者からございます。  

       具体的には、百歳の森公園の上の芝生にしてあるところなども一つの候補地と

して考えてはどうかというふうな提案も住民の方からあるわけですが、これら

について、一括して答弁をお願いいたします。  

社会教育課長  スポーツ公園につきましては、前回、牛尾議員さんのご質問でもございました。

低木の管理、植樹帯の管理はそちらでもお答えしたとおり管理はできていると

思うんですが、あと高木につきましては、また確認いたしまして、必要があり

ましたら業者委託により剪定をしたいと考えております。  

       あと、百歳の森の上の植樹帯のスペースとか、ゲートボール場なんですが、ゲ

ートボール場も現在ほとんど利用がない状態ですので、駐車場も選択肢の一つ

として考えたいと思います。  

小林 博議員  図書館も含めて、そうした植栽管理、植樹の管理等、強めていただきたいと思

います。どうでしょうか。  

社会教育課長  図書館につきましては、図書館応援隊の環境美化グループが低木の剪定を行っ

ていただいております。また、こちらも高木につきましては、長らく剪定を行
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っておりませんので、確認をいたしまして、必要があれば剪定したいと思いま

す。 

小林 博議員  常に、たくさんの施設がありますので大変でしょうが、常に目を配っていただ

きたいということでございます。  

       次に、国保・介護保険の今後も問題についてでございます。  

       国民健康保険が平成３０年度から都道府県営化されるということが、もう既に

決定をされ、準備が進められておると思うのですが、その進捗状況について、

お聞かせをいただきたいというふうに思います。３回目の試算が行われて、８

月末に国に報告せよということに、７月１０日の厚労省の通達ではなっておる

と思うのですが、県はそれをいつ町に示すのか、そして、町はそれを住民に、

議会その他住民にいつ示されるのか等について、お聞かせをいただきたいと思

います。  

健康福祉課長  ７月に国から３０年度の公費拡充等について、提示がございまして、これを踏

まえて県と町は協議、意見交換を進めておるところでございます。兵庫県では、

７月に第１回国保運営協議会を開催しております。第２回目が明日の予定でご

ざいまして、現在、聞いておる情報では、１１月をめどに、兵庫県国保運営方

針の決定、それから公表と、３０年度推計の実施、納付金、標準保険料率の試

算提示が予定をされております。ですので、明日の国保運営協議会以降、情報

が公開できるものが出れば、公開をさせていただきたいと思っております。  

小林 博議員  １回目、２回目の試算については、兵庫県では公開をされていないというふう

に思うんですね。それを示しておる都道府県もほかにあるわけでありますのに、

兵庫県では全く示されておりません。そういう中で、保険料が非常に上がるの

ではないかという心配、市町村単独の法定外繰入等がなくなっては困るとか、

いろいろ心配がされておるわけでございます。  

       まずこの県営になった場合、県と市町の役割分担について、改めて確認をして

おきたいと思います。  

健康福祉課長  現状におきましては、県は財政運営の主体となりまして、各市町の標準保険料

率の算定、公表や、あるいはその納める納付金額を決定することとなります。

町につきましては、地域住民と身近な関係の中、今までどおり保険給付や保険

証発行等の窓口となるほか、特定健診等を実施いたします。また、県から示さ

れる標準保険料率を参考に、国保税の税率を決定し、賦課徴収を行うというこ

とになっております。  

小林 博議員  ということは、保険料、保険税の決定権等は市町村に残っていくという理解で

よろしいですね。  

健康福祉課長  おっしゃるとおりで、決定は町で行います。  

小林 博議員  納付金が示されるとおっしゃいますけれど、町の法定外繰入も含めて、ちゃん

と維持できるように求めておきたいと思うんです。これまで基金を使って激変

緩和をやりたいというふうな話でありました。国のほうでも、毎年１，７００

億円のうち、１，２００億円はこの第３次算定に見込みなさいとか、いろいろ

示しておるようでありますが、残りの金額の問題でありますが、さらなる追加

等の措置もありますが、それでもなお、保険税が大変上がるのではないかとい

う心配が兵庫県内でも全国的にも多くされておるところでございます。  

       福崎町の場合は、１人当たりの医療費は県下でも非常に低いほうであり、保険

税も低い水準ということは、これまでのデータでも示されておるとおりでござ

います。これは福崎町の町当局なり、あるいは住民も一緒になって健康を守る

活動をさらに強めていって、そういうこともあると思うわけですが、これらが
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どんなふうになっていくのか、一律でやられますと、それらの努力が全く認め

られないということになってしまいますので、その点について、福崎町のその

自主性というものも発揮をしながら、保険料がどうなるのか、その見通しにつ

いてお聞かせをいただきたいと思います。  

健康福祉課長  議員おっしゃいます一般会計、こちらの法定外繰入につきましては、現状で言

いますと、いきなり国は禁止とはしにくい状況であるというふうに考えており

ます。例えば、福祉医療のペナルティー分等につきましては、これはどの都道

府県でも出てきますので、対応ができるように検討は進められておるところで

ございます。  

       また、保健事業に充てられるための部分についても、継続して認められる方向

です。あわせて、議員おっしゃいましたように基金の活用も認められておりま

すので、これを有効に活用しながら、保険税の急激な上昇を抑えたいというふ

うに考えておるところでございます。  

小林 博議員  県の示す保険料、標準保険料では、福崎町の現在の保険料とは、非常に差があ

るというふうに想像されておるんでしょうか。  

健康福祉課長  今までの当町の税率から見ますと、低く抑えてきたという経緯もございまして、

県下一律押し並べてというお話になりますと、どうしても上がる方向ではない

かなというふうには想定をしております。  

小林 博議員  ぜひ、福崎町が健康を守る努力をして、そうして医療費も低く抑えられてきた

わけでありますので、それらの成果が実るような形にしてほしい。それから、

町としても、住民の健康を守るために法定外繰入も含めて努力をしてきたとい

うことでございます。その努力も継続をしてほしいというふうに思っておりま

す。 

       手元にあります資料の一覧では、福崎町は平成２７年度１，５２９万５，００

４円の法定外繰入をやったというのが私の手元にある資料であります。あわせ

て、保険税がもしふえれば、滞納がさらにふえます。そうして、滞納がふえる

と、今度差し押さえや保険証の取り上げ、短期証や資格証明書の発行というふ

うなことにならざるを得ないということになってくるわけでございます。  

       県下の状況で、資格証明書が発行をされていない、数少ない町が福崎町という

ことだと思うんですね。そういう面では非常に歓迎をしたいわけですが、これ

らも継続をしていってもらえるのか、あるいは町単独の減免制度なども、これ

らも継続をできるのかどうか、それらの点についてはどうでしょうか。  

町    長  もう、これら等、保険料もしくは税、どちらになるかはわかりませんけれども、

応能方式がとられてまいります。いわゆる、３税方式ですね。所得と、それか

ら世帯と、それから人数とといったような形になるわけでありますけれども、

現在国における分野につきましては、低所得者対策等もとっていただいておる

ところでありまして、それら等今までの法定外の繰り入れ、繰り出しの関係等

について、影響を与えておったという事がらであります。  

       なお、特定健診等につきましては、今、課長が答弁を申し上げたとおりであり

まして、保健事業等につきましては、基準外であれ何であれ、これら等につい

ては対応していくという形が整えられるというところであります。  

       また、標準の保険税率等を参考にするわけでありますけれども、県下の各市町

村が参加しております後期高齢者医療の関係から含めますと、それら等基準外

繰り出し、繰り入れは今のところ行っておりません。介護保険につきましても

同様でありまして、国保のみがそういったような形の中で取り扱いがされてお

るというところであります。それら等につきましては、先ほど、課長が申し上
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げましたように、福崎町につきましては、貴重な基金がございます。それら等

を含めて、考えていきながら、それら等、最終年度における分野の激変緩和措

置が終了の段階で基金を使うのか、最初から使っていくのか、これら等は検討

に値するというように思っておるところでございます。  

小林 博議員  基本的には国に国民の健康に責任を持つという立場で望まなければならないと

いうふうには私ども思っておりますけれど、町としても住民の税負担が大きく

ならないように努力方を求めたいと思うのでございます。それらが一番心配を

されておるところでございますが、これらが一切、これまでの準備の中で、具

体的な金額とそれらは公開されずに来ましたので、心配ばかりが募っておると

いう状況でございます。  

       既にもう来年度の予算を編成しなければならないという時期にも来ております

ので、ぜひこれが、明日県がもし示してくれば、ぜひそれを公開をしてほしい

というふうに思うんです。県が公開していいというものだけするというんじゃ

なしに、全部一遍もう公開してみようということでやってほしいと思うんです

が、いかがですか。  

町    長  できるだけ公開をするという方向で臨みたいとは思っておるわけでございます。

私自身もこれら等県の方向性がまだ見えておりません。そういったような形の

中では、各市町の首長に対する説明会も開かれていないという状況であります

ので、それら等は早急に開催をしてほしいといったような形で、直接的にそれ

ら等お願いをしたいというようには思っておるところでございます。  

小林 博議員  いずれにしても、この都道府県営化が小さな保険者が大変だから大きなパイで

助けるんだというふうな、そんなふうな言い方はこれまでもよくされてきまし

たけれども、それが全くの逆であるということが、これまでのいろんな資料で

明らかになっています。後期高齢者保険は都道府県営化でスタートをしました

けれど、兵庫県の場合、都市部ほど高く、農村部ほど医療費が安いという、そ

ういう状況であるのに、保険料が県下一律という、そんな矛盾が今回の決算審

査でも明らかになりました。そんな面で、その愚を繰り返さないという立場で、

今回の国保の県営化問題について臨んでほしいというふうに思います。  

       次に、鳥獣被害の点について、お聞かせをいただきたいと思うのですが、最近

の被害の状況と対策はどのように進んでおるのか、お聞かせをいただきたいと

思います。最近、わなの増加もあったということでありますが、その増加に伴

う経費の町負担の問題、あるいはシカ防護柵などがずっと各自治会でやられて

おりますが、草刈り等その他の維持管理に大変な苦労があるようでもあります

が、それらについての援助方はどうなっておるのか、お聞かせをいただきたい

と思います。  

農林振興課長  鳥獣被害の現状でありますけれども、平成２６年度は面積で７．７ヘクタール、

６５０万円、平成２７年度、７．４ヘクタール、３５０万円、平成２８年度、

３．３ヘクタール、１７０万円でした。気候によりまして、生息しておる山が

豊富な場合は被害が少なくて、エサが少ない場合は農地まで侵入してきている

ようです。また、集落からの駆除の依頼件数につきましては、平成２６年度が

１６件、２７年度が２０件、２８年度が３３件、２９年度途中ですけれども、

もう２５件ありまして、増加傾向にあると言えます。  

       また、捕獲の推移につきましては、平成２６年度、シカ２９頭、イノシシ５３

頭、アライグマ等３８匹、狩猟中のシカ捕獲が２１０頭、２７年は、シカ３１

頭、イノシシ１１０頭、アライグマ等２０匹、狩猟中のシカ捕獲が２０８頭、

２８年度が、シカ４１頭、イノシシ４１頭、アライグマ等２７匹、狩猟中のシ
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カ捕獲が２４８頭でした。  

       今後の対策としましては、今年度猟友会の駆除活動の強化としまして、現在１

５基ある大型わなを、今年度５基追加購入しまして、２０基を猟友会に貸し出

す予定であります。  

       それから、わな免許の取得経費の一部助成も行っておりまして、集落営農等担

い手に対してもその点は周知しているところであります。わなの追加に伴う経

費ですけれども、当然、エサをやったりとか、わなの移動をするのに経費が余

分にかかるわけなので、その点については検討していきたいというふうに思っ

ております。  

       それから、シカの防護柵の維持管理ですけれども、これにつきましては、多面

的機能支払の資源向上活動において、維持補修も可能でありますので、そうい

ったものを利用していただきたいというふうに思っております。定期的な見回

りとか、それから適宜な補修を行うことによって、防護柵の効果が一段と発揮

されるということになっております。  

       以上です。  

議    長  一般質問の途中でございますが、２時１５分まで休憩したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。暫時休憩します。  

◇ 

休憩 午後２時００分  

再開 午後２時１２分  

◇ 

議    長  予定していた時間よりも早いんですけれども、ただいまより再開いたします。  

小林 博議員  鳥獣被害についてのところでありますが、シカ防護柵の設備についても大変な

地元の負担もかかっていたわけでありますし、あとの維持管理についても、だ

んだん高齢化も進む中で、非常な苦労もされておるところであります。何か今

ある制度で何とか対応してほしいということの答弁のようでありますけれど、

これはもう一度また実情を聞き、関係地域の皆さん方のご意見も聞いて、対応

できるものは対応してほしいと思うんですが、いかがですか。  

農林振興課長  鳥獣被害につきましては、防護柵だけではなくて、防護柵を設置いただいてい

る地域につきましては、野生動物育成林整備事業というような、動物から集落

を見え、集落からも動物が見え、動物がおりづらいような環境にするような整

備もありますので、そういった地元に有利な事業があれば紹介していきたいと

いうふうに考えております。  

小林 博議員  次に、鳥獣被害ということの中で、その範囲にはまるのかはまらないのかは別

にして、ここで項目を挙げておりますが、スズメバチが今年は大変な繁殖だと

いうふうに報道をされております。この件についても、住民の方から問い合わ

せなり、ご意見がありました。役場に問い合わせをすると、業者は紹介しても

らったんだけれど、その業者が言うには、福崎町は補助がないけれど、姫路ほ

か近隣にはあるんだというふうな話でありました。そういう状況から、スズメ

バチに対するその対応方について、どのようにされておるのか、あるいは、そ

のスズメバチの駆除に姫路や市川、神河、あるいは宍粟など、あるわけですか

ら、それらに対応する、連動する補助が考えてほしいと思うのですが、いかが

でしょうか。  

農林振興課長  スズメバチの駆除につきましては、町民から照会があれば、一般社団法人兵庫

県ペストコントロール協会というところを紹介しております。実際は福崎町か

らの問い合わせで姫路市内での会員の３社をそこから紹介しているというふう
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に聞いております。  

       ３社それぞれ金額が違うんですけども、１万５，０００円ぐらいから、高いと

ころであるとか、ハチの巣が大きかった場合の難易度によって金額も変わると

いうふうに聞いております。最近の駆除の件数ですけれども、その３社に問い

合わせたところ、平成２６年度は１２件、２７年度は１８件、２８年度は２６

件の駆除を行ったというふうに聞いております。  

       近隣の市町についても、いろいろ問い合わせをしているところでありまして、

近くを通る人のための被害防止ということを観点に置きますと、福崎町におい

ても、蜂の駆除助成については、検討していこうというふうに考えております。  

小林 博議員  駆除費用も２万５，０００円だったとか、あるいは３万円以上かかったとか、

いろんな話があるわけでありますから、それは手間によってそれぞれですから、

当然だと思うのですが、近隣の市町、出しておるところもそんなに大きな額は

出していないわけですけれども、それに対する気持ちが伝わってまいります。

ぜひ、福崎町もそれに連動して、進めてほしいというふうに思います。  

       次に、農業問題ということで、お願いをしております。今や日本の食料自給率

は長期にわたり３９％ということで低迷をいたしております。６１％を外国に

頼っておるという、そんな状況でございます。そういう中で、食料自給率をど

う上げていくのかという点についても、最近の国は２２年度に５０％を達成す

るという従来の目標性は現実味がなくなったということで、２０２５年度に４

５％を目指すと目標を下げたりとしながらであります。  

       そういう中で、大型農業法人化、そういうところに集約をしていこうという、

そういう方向のようでありますが、それはそれとして必要性がある、現況の中

では必要性があろうとも思いますけれども、やっぱり日本の島国、山という、

が多いという状況から言いますと、さまざまなその農業経営、あるいは農家に

対するその営業、営農を維持するという、そういう施策が要るだろうというふ

うに思うわけでございます。そういう立場を持ちながら、質問をさせていただ

きます。  

       福崎町につきましては、関係者の長年にわたる苦労と努力の成果が今見えつつ

あり、もち麦というものの評価が非常に栄養学的にもさまざまな面で高まって

いっております。これまでの関係者の努力に心から敬意を表するものでござい

ます。  

       さて、このもち麦の評価が高まる中で、アメリカや韓国産などの外国産、ある

いは国内でも各地での生産あるいは販売が増加しておるというふうに思うわけ

でございます。そういう中で、生産あるいは販売の競争がますます強まってい

くのではないかと思われます。そこで、町当局にお尋ねをいたしますが、これ

からの福崎町のもち麦の振興について、どのように進められていくのか、お聞

かせをいただきたいと思います。  

農林振興課長  もち麦につきましては、長年の苦労の甲斐もあって、平成２５年ですね、ＮＨ

Ｋの放送とかがあって、一気にブームがわき起こったわけでありますけれども、

いまだにそのブームが続いているということであります。この平成２５年ごろ

に、もう一度もち麦のことについて福崎町でしっかりした考え方が要るのでは

ないかということで、もち麦産地振興協議会というものを発足いたしました。

協議会のもとに、下には企画部会、栽培技術部会、販売部会という部会を設置

しまして、理念であります、「もち麦の恵みでみんなが元気」ということをも

とに、一つとしては、もち麦の健康効果を生かして販売力を高めよう、２番目

としまして、民俗学、ツーリズムと連携して、もち麦のよさを広めよう、３番
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目としまして、生産者と消費者の相互理解を深めて、地産地消に努めよう、４

番目としまして、地域・企業・学校・関連機関の連携を強化しよう、５番目と

しまして、もち麦振興の理念でありますとか、目標を地域で共有しようという、

五つの方針を立てまして、もち麦のブランド力を上げて、もち麦が町民の宝と

なるように進めてきております。  

小林 博議員  具体的に、さきの民生まちづくり常任委員会で報告をいただいた内容では、今

年度、８０トン以上の収穫があり、平均収量も昨年よりは上がったということ

のようでございます。しかし、ＪＡの買入価格が非常に安い。２４円というこ

とを委員会でもお聞きをしたわけであります。こうした安い状況のままでは、

生産意欲もそがれるのではないかと思うわけであります。今そういうことから、

現在ＪＡに払う乾燥代等のほうが２４円より高いという話も聞くわけでありま

すが、実態はどのようになっておるんでしょうか。  

農林振興課長  議員おっしゃるとおり、販売の価格よりも支払いの金額のほうが多くなる。と

ればとるほどいったんは持ち出しというような状況になっております。  

小林 博議員  とればとるだけ、頑張れば頑張るだけ損がいくというのは、これでは、やっぱ

り生産意欲も湧かないのではないかと思うんですね。これまで、福崎町の宝と

してもち麦を育てていこうということで、苦しいときも頑張って、もちむぎ食

品センターも町も農協も生産者も頑張って一緒にやっていこうということで、

来られたわけでありますけれども、今日のようにようやくそれがその日の目を

見るようになったという状況の中では、さらに福崎のもち麦を安定的に、そし

て福崎の農業の一つの基幹の産業としてやっていこうということについては、

このような安い買入価格、とればとるだけ損がいくというふうな、そういう状

況は改めるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  

農林振興課長  ６月の収穫時ではいったんはそういうマイナスになるんですけれども、あと福

崎町独自の補助金、１反当たり１万円、それから、経営所得安定対策の関係の

交付金、そういったものが生産者のほうには入っていくようになります。  

       それから、とればとれるだけ、今度は入ってくる分というのもありまして、数

量払いのお金が交付金として、翌々年度に入ってくるというふうに聞いており

ます。  

       これからですけれども、今年度、春日ふれあい会館の中で、もち麦の６次産業

化の拠点としまして、精麦、それから製粉機、調理場を改修しまして、生産者

や加工者が自分たちで新商品を試作したりとかするような仕掛けをつくってお

りますので、そこでもって一つもうけれるような仕組みをつくっていきたいと

いうふうに考えております。  

       それから、昨年度ですけれども、もち麦、現在つくっております米澤２号、そ

れから、新しくベータグルカンが今の米澤２号より豊富に含まれているという

ような新商品を実証圃でつくっていただいて、実際にいろんな人に試しで試食

していただいたようなこともやっております。その中では、米澤２号というの

がまだ根強い人気があるということで、こういうものはいつまでも残していか

なければならないという思いもそのときも強く持ったわけでありますけれども、

それから、新しい品種につきましては、ここの６次産業化のところで加工等や

っていただいて、新しい商品を開発していただけたらというふうに思っており

ます。  

小林 博議員  まずその代金のほうは、後から町の、後からそのお金も幾らか入ってくるとか、

あるいは町の補助金もあるというふうなことのようですが、非常に苦労した中

で、もちむぎ食品センターもまだまだ大きな負債を抱えたままでありますから、
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食品センターも大変であろうとは思いますけれど、しかし、年間の黒字がずっ

とこう出されるようになってきております。そういう状況の中で、買入価格等

についても産地振興協議会等で検討されてもよいのではないかと思うのですが、

そういう意図はないでしょうか。  

農林振興課長  もち麦原麦の買入価格についてまでは産地振興協議会では今まで検討等はして

はおりません。ただ、今の金額で本当に生産者がつくり続けられるのかどうか

というような、そういった議論を中ではやっております。平成２５年度には１

０ヘクタールぐらいで何とか自分たちでつくっていただいたのが、このブーム

によりまして、平成２６年は一遍に２０ヘクタール、それから２７年は３４ヘ

クタール、２８年度は４１ヘクタールで、今年約５０ヘクタールまで面積をふ

やしていただいております。  

       米澤２号につきましては、本当に作付、それから栽培が難しいというような品

種でもありまして、大変な苦労をかけているというのは重々理解しております。

ですからその生産者の苦労も報われるような方法というものは何かないかなと

いうのは私自身もいつも思っておるところであります。今のところはこの６次

産業化の拠点とかでやっていただくということで、現在、もち麦のパフとか、

それから、そのままもち麦飯とかいったような商品を出しておられる生産者の

方もいらっしゃいまして、それに続いていって、幾らかでも原麦以外でもうけ

られるような仕組みもつくっていかれたらなというふうに思っております。  

       原麦の買い取りにつきましては、そこまでは、思いはあるんですけれども、協

議会の中ではちょっと難しい問題かなというふうには思っております。  

小林 博議員  協議会で難しければ、そのできる機関で検討することはできないんでしょうか

ね。２４円でＪＡに納入したものが、精麦になって売られるときには、その数

十倍ですか、キロ９００円ぐらい、８００円ぐらい、それぐらいになっとるわ

けですね。そういうことになりますと、その差が余りにも大きいということで

ありますので、これはやっぱり生産意欲にも影響すると。で、大変、言われた

ように、米澤２号は大変なその苦労が要るようでございます。刈り取りのとき

にも、非常に湿った状態でないと刈り取りがうまくいかない。そうすると今度

は乾燥代がさらに高くつくというふうな悪循環を抱えるという、生産に非常に

苦労が要るというふうな、そんな品種のようであります。  

       答弁によりますと、福崎町のもち麦は米澤２号が根強い人気があるんだという

ことで、それでいこうということになりますと、それだけ苦労をかけるわけで

すから、それなりのやっぱり見返りが生産者にもあるということでないと、続

かないんではないかと思うんですね。これ続かなければ何もならないというふ

うに思いますので、それを続けられる方策を一つは考えるということが要ると

思います。その点について、どのようにお考えでしょうか。  

副 町 長 先ほど農林振興課長が申し上げましたように、この理念といたしまして、

「もち麦の恵みでみんなが元気」というのがあります。キャッチフレーズなん

ですけれども、この理念が達成されることを私自身も望んでおります。消費者、

生産者、販売者など、もち麦にかかわる全ての関係者が喜んでいただけるよう

な取り組みを進めていけたらなというふうに思っております。  

町    長  もちむぎ食品センターの社長でもあります私のほうからも答弁させていただき

たいと思います。当然今、松岡課長が申し上げましたように、もち麦の供出を

していただいております価格については２４円、これは市場価格に基づくもの

で決定をされておると、こういう事がらであります。それら等を含めた形の中

で、食品センターには３６円でといったような形になって返ってくるわけであ
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ります。  

       米澤２号に今のところ固執しておるわけでありますけれども、これら等につき

ましては、精麦でありますとか、もち麦麺でありますとか、今までの対応のあ

り方、また、若干つくりやすいと言われております四国裸１２９号、１３６号、

これら等につきましては、ベータグルカンも非常に高いといったような結果も

出ておりまして、それら等を含めた形の中で、松岡課長が申し上げました６次

産業化といったような形の中での研究の必要性もあるのではないかというよう

に思っております。  

       生産者が意欲をなくす、モチベーションをなくすといったような形は私もとり

たくはございません。しかしながら、もちむぎ食品センターといたしましては、

今非常に大きな負債を抱えており、町に返済をしなければならないといったよ

うな形になっておりまして、これら等につきましては、もう質問議員もご承知

のとおりでありますけれども、それら等を含めた形の中での対応を余儀なくさ

れておるといったような形でありますので、それら等を含めて検討はさせてい

ただきますけれども、なかなか運営といたしましては、食品センターとしては

非常に厳しいということを申し上げなければならないというように思っており

ます。  

小林 博議員  それからその今言われました実証圃も今年もう３年目を迎えるわけですね。そ

こでもうこれまでの実証で栽培が米澤２号に比べて、四国裸１３６号を中心に

あがっておるようですが、これは非常に栽培も容易で、収量も安定している。

ベータグルカンも非常に多いというふうなことになりますと、これはもう非常

によい面も大きいと思うわけですね。それを、福崎町の農業の一つの柱にして

いくということも大事だと思うんですね。この四国裸の今後、これは早く答を

出さないといけないと思うんですね。６次産業化でどのようなものを考えてお

られるのかよくわかりませんけれど、精麦のままではもう売らないという、そ

ういう意味ですか。  

農林振興課長  今、実証圃でやっております四国裸１３６号につきましては、精麦でそのまま

販売するということまでは考えておりません。  

小林 博議員  それでは、どのような利用方法を考えておられるのかということですね。６次

産業化ということですけれど、そんなに大きな展開ができるようなことになる

んでしょうかね。今、精麦ということで人気が高まっているわけですね、もち

麦は。したがって、アメリカ産であれ、韓国産であれ、非常にこう売り出され

ているという状況です。私がパソコンを開きましても、インターネットにはも

うもち麦の公告がザーッと出てきます。そうしますと今言いましたように、各

地のその生産ラインなんですね。そういう中で福崎のもち麦が生き残っていこ

う、農家が頑張ってもち麦をやっていこうというふうなことになりますと、や

っぱりこの四国裸ということも、これまで実証をやってきたわけですから、こ

れはもうちゃんとこう、それなりの位置づけをしなければならないのではない

かと思うんですね。それこそ、産地振興協議会ですか、その他いろんなところ、

あるいは町としての方針も、これを生かすという方向で、四国裸を生かすとい

う方向で定めていく。それも小さく生かすんじゃないですよ、大きく生かすと

いう方向で、方向づけをしていくということが要るのではないかと思うんです

が、どうでしょうか。  

町    長  先ほどの休憩中にも話をしておったわけでありますけれども、福崎町のもち麦

は特産品という位置づけではなしに、福崎町のお宝であると、こういったよう

な形で教えていただきました。そういう関係を含めまして、米澤２号に固執す
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るわけではございませんけれども、今、福崎町における分野では、米澤２号の

リピーターが非常に多いと、こういうような形で来ていただいておるという形

であります。当然、ＮＨＫ効果であります。大妻女子大学の池上幸江先生等の

講演等も福崎町でしていただきましたですし、そういうテレビ効果、マスコミ

効果の大きいことも承知をしております。そういったような形の中で、質問議

員からもありましたように、その四国裸１３６号等につきましては、早くそれ

ら等市場に出していかなければならないといったような形で、これら等も県の

ほうからもそのような指導もございまして、できるだけ早く取り組まなければ

ならないというような形で思っておるわけであります。  

       食品センター等ではなかなかそれら等意見が一致しないわけでありますけれど

も、しかし、町といたしましては、何らかの方向性を出していかなければなら

ない。また、産地振興協議会等、当然、生産者も含めてでありますけれども、

これら等に対するその取り組みのあり方等については、研究をしていただけれ

ばというように思っております。  

小林 博議員  そこで、いろんな立場があるわけでありますから、そこで福崎町自身が、町当

局が発揮しなければならないリーダーシップというのはどんなもんでしょうか。

どんなふうな位置づけでしょうか。  

町    長  位置づけとしては、もうできるだけ早く、これら等、県とともに開発をしたも

のでありますので、それら等については対応していきたいという気持ちでいっ

ぱいであります。  

       しかしながら、これら等三セクの食品センターでという話になりますと、ちょ

っと難しいところがございまして、先ほども答弁いたしましたように、町とし

ての取り組みの必要性は認識しているところであります。  

小林 博議員  実証圃も既に３年目を迎えておるところでございますので、早く方向づけを出

さないと、県に対しても申しわけないし、そして、生産者に対しても、やっぱ

り答を出さなきゃならんというふうに思うんですね。その意味で、町当局の方

針決定を、ぜひ求めたいと思うんです。やっぱりこれは大きく生かすという方

向も要ると、で、米澤２号は２号としての位置づけを持ちつつ、両者を生かし

て、福崎町の農業振興を大きく図っていくということが要るのではないかと思

うんですが、どうでしょうか。改めて、もう何遍も同じ答になるかもしれませ

んが、決意のほどをお願いいたします。  

町    長  もう同じ答になるわけでありますけれども、それら等両方のもち麦が生かせる

ような形の中で対応できるというような方向での検討はしなければならないと、

またそういう時期が来ておるのも確かでございますので、それら等につきまし

ては、幹部会議、またもち麦産地振興協議会等における分野につきましては、

私のほうから指示事項を出して、そういったような方向の中で検討をしていた

だきたいという旨は伝えさせていただきます。  

小林 博議員  非常に重要な課題でありますので、ぜひそれだけの位置づけでもって臨んでい

ただきたいというふうに思います。  

       農業問題では、福田高岡の圃場整備の進捗状況もお聞きをしたかったのですが、

時間がなくなりました。それから、その他山崎地域でも、あと圃場整備の計画

もあるというふうにお聞きをいたしております。民生まちづくり常任委員会に

福田高岡の圃場整備の計画をお聞きしてから、もうかなりの月日がたつわけで

ありますが、予定どおり、土地改良区の設立や工事に向けて進んでおるんでし

ょうか。  

農林振興課長  少しおくれぎみではありますけれども、高岡福田地区の土地改良区の設立総会
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のための今、準備を行っているところでありまして、総会は１１月中旬に行う

予定となっております。その後はできるだけ詳細設計に早く着手しまして、工

事も平成３０年度中に始めたいというふうに思っております。ただ、福田地区

のほうから文化財が出てきておるというようなこともありまして、文化財の発

掘調査の結果、それから、国の土地改良事業に関する予算とかもありまして、

予算の配分にも影響されますので、着手は平成３１年にずれ込んでしまうかも

しれないというふうに思っております。  

       以上です。  

小林 博議員  わかりました。それで、こうして福崎町も、圃場整備もこれからもさらに進め

ていこうということであります。国の農業施策は非常に農家にとっては厳しい

方向に進んでいっておる中であります。山間地や小規模農家、あるいは市街化

区域内の農地の持つ意味、環境面、防災面での役割もあるというふうに思うわ

けでありますが、そうした山間地、小規模農家、市街化区域内の農地などの今

後の位置づけ等も含めて、今後の福崎町の農業施策の基本方針について、お聞

かせをいただきたいと思います。  

農林振興課長  大きな町の施策としましては、一番に経営所得安定対策で農業所得を引き上げ

て、多面的機能支払制度によりまして、農道や水路の維持管理を地域で行って

いただくと、それから、中間管理機構を活用して、できるだけ担い手に農地を

集約していくということと、農地をできるだけ活用するという４本立てで進め

てまいります。  

       それから、山間地や小規模農家ですけれども、農地を１００％地域の担い手に

集約できるわけではございません。やはり小規模農家、それから、楽しみで農

業をされる方、それから、私のような兼業農家というのも当然存在していかな

ければならないものと考えておりまして、そのすみ分けを考える上でも、地域

のほうで人・農地プランというのを立てていただきたいというふうなことで、

ずっと推進をしております。  

       この人・農地プランにつきましては、市街化区域内でも余り補助金とかそうい

ったものの面はないんですけれども、立てることが可能でありますので、もし、

そういうことに希望がある集落があれば、ぜひ出向いていきたいというふうに

考えております。今年度、人・農地プランですけれども、五つの集落で推進を

しておるところであります。  

       それから、市街化区域内の農地なんですけれども、福崎町の市街化区域ですが、

工業団地を除きますと、約２８０ヘクタールほどあります。そのうちの市街化

区域内農地は約５１ヘクタール、これ非常に割合が高い状況でありまして、今

のところ市街化区域の本来の目的であります都市的な土地利用というほうを推

進していくということで、都市的な土地利用が進んで、人口増とか、雇用増に

つながって、町の活性化にまたつながっていくような福崎町であることを望ん

でおるところであります。  

小林 博議員  また次の機会にこうした課題については、勉強して議論をしたいというふうに

思います。  

       最後に６番目のところでありますが、観光行政と書いておりますが、もう時間

がありませんので、一言だけ聞いておきます。  

       七種山の周辺には多くの観光客が引き続いて来られる。で、七種山については、

何回も来よう、あるいは、人も、次には人も誘おうというふうに、そういうふ

うな魅力のある山であります。それらの整備方をこれまでも訴えてきたところ

でございますが、きょうはもう一つだけ確認をしておきたいと思うのですが、
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昨年設置をしたトイレの電気の確保の問題、この見込みは現在どのようになっ

ておるでしょうか。今年の冬に間に合うんでしょうか。  

地域振興課長  本年２月の民生まちづくり常任委員会で方向性を示させていただいた後、電源

供給に向けた申し込みを行ってまいりました。現在の状況につきましては、電

柱設置箇所に係る町道の道路占用に係る手続を進めているとのことで、確実に

町道部分に電柱を設置するための図面修正等に時間を要しているという形で聞

いております。かなりその図面修正に時間を要しているということで、設置時

期については、この冬の整備についてはかなり厳しいというような状況でも聞

いておりますが、こちらのほうとしましても、できるだけ民地の調整等につい

ても協力をさせていただきながら、早期の実現に推進していきたいと考えてお

ります。  

小林 博議員  ぜひ、早期の完成を求めておきたいと思いますが、もし間に合わなかった場合

の対応については、どのように考えておられますか。  

地域振興課長  登山者の方にできるだけご迷惑のかからないような形で仮設トイレ等の設置に

ついても検討をさせていただきます。  

小林 博議員  貧弱な形にならないように、ぜひ今の施設が利用できるような方向づけで考え

ていただきたいというふうに思います。  

       以上で、時間が来ましたので終わります。  

議    長  以上で、小林議員の一般質問を終わります。  

       本日の一般質問は、これにて終了いたします。  

       以上で、本会議４日目の日程は全て終了いたしました。  

       本日はこれにて散会をいたします。お疲れさまでございました。  

 

散会 午後２時４９分  

 


